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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期
決算年月 平成19年９月 平成20年９月 平成21年９月 平成22年９月 平成23年９月

売上高 （千円） 3,912,1944,062,2973,597,1553,319,0233,021,372

経常利益又は経常損失

（△）
（千円） 401,237△57,194 162,076 27,961 △67,670

当期純利益又は当期純損

失（△）
（千円） 254,887△449,185 23,606 △60,567△139,351

包括利益 （千円） － － － － △139,351

純資産額 （千円） 1,548,8781,087,5191,106,2151,057,699935,119

総資産額 （千円） 3,231,0791,813,7771,660,7881,541,4221,386,575

１株当たり純資産額 （円） 18,539.2313,061.2513,320.6812,580.6510,828.73

１株当たり当期純利益金

額又は１株当たり当期純

損失金額（△）

（円） 3,138.93△5,386.70 284.25 △729.13△1,668.48

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
（円） 3,037.70 － 275.79 － －

自己資本比率 （％） 47.9 60.0 66.6 67.9 65.8

自己資本利益率 （％） 22.8 △34.1 2.2 △5.6 △14.2

株価収益率 （倍） 16.2 △3.6 73.9 △27.7 △10.5

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 609,709 154,924 429,630 160,798 48,376

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △670,645△580,968△42,460 △25,397 △4,280

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 540,932△322,802△180,062△98,992 27,023

現金及び現金同等物の期

末残高
（千円） 913,164 164,317 371,425 407,833 478,952

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
（人）

153

(205)

174

(196)

191

(144)

176

(141)

178

(134)

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第10期、第12期、第13期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在株式は存在するものの、

１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期
決算年月 平成19年９月 平成20年９月 平成21年９月 平成22年９月 平成23年９月

売上高 （千円） 3,888,2434,062,2973,591,8873,208,6252,876,460

経常利益又は経常損失

（△）
（千円） 383,776△55,779 188,323 35,401 △55,018

当期純利益又は当期純損

失（△）
（千円） 242,805△447,026 53,139 △52,769△104,262

資本金 （千円） 465,350 465,590 465,815 466,220 468,800

発行済株式総数 （株） 83,765 83,845 83,920 84,055 85,120

純資産額 （千円） 1,535,8581,076,6591,124,8891,084,171996,680

総資産額 （千円） 3,215,1471,791,2901,638,3871,534,0831,401,516

１株当たり純資産額 （円） 18,383.3912,930.8313,545.5412,898.8911,559.46

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配

当額）

（円）
－

（－）

－

（－）　

－

(－)  

－

(－)  

－

(－)  

１株当たり当期純利益金

額又は１株当たり当期純

損失金額（△）

（円） 2,990.13△5,360.80 639.85 △635.26△1,248.36

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
（円） 2,893.70 － 620.83 － －

自己資本比率 （％） 47.8 60.1 68.7 69.9 69.5

自己資本利益率 （％） 21.9 △34.2 4.8 △4.8 △10.2

株価収益率 （倍） 17.3 △3.6 32.8 △31.8 △14.0

配当性向 （％） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

従業員数

(外、平均臨時雇用者数)
（人）

152

(205)

173

(196)

189

(144)

173

(141)

177

(134)

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第10期、第12期、第13期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在株式は存在するものの、

１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
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２【沿革】
年月 事項

平成８年10月 東京都新宿区歌舞伎町に１号店「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」新宿本店を出店

平成10年10月有限会社東京一番フーズ設立

平成12年９月 有限会社から株式会社へ組織変更

平成12年11月本社所在地を東京都新宿区歌舞伎町から東京都渋谷区初台へ移転

平成13年11月神奈川県１号店「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」関内店（神奈川県横浜市中区）オープン

平成13年12月有限会社新宿活魚（現　連結子会社）設立

平成14年５月 本社所在地を東京都渋谷区初台から東京都新宿区新宿五丁目へ移転

平成15年10月「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」神田西口店（東京都千代田区）オープン、10店舗となる

平成16年12月有限会社新宿活魚（現　連結子会社）の出資持分の過半数を取得

平成17年９月 「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」池袋東口店（東京都豊島区）オープン、20店舗となる

平成18年３月 有限会社新宿活魚（現　連結子会社）の出資持分の100％を取得

平成18年５月 本社所在地を東京都新宿区新宿五丁目内で移転

平成18年８月 埼玉県１号店「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」蕨店（埼玉県蕨市）オープン

平成18年９月 千葉県１号店「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」本八幡店（千葉県市川市）オープン

〃 「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」中目黒店（東京都目黒区）オープン、30店舗となる

平成18年12月東京証券取引所マザーズに上場

平成19年９月 「贅沢鍋と泳ぎいか」ちゃんこ浪花茶屋（神奈川県横浜市中区）オープン

〃 「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」赤羽店（東京都北区）オープン

〃 「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」草加店（埼玉県草加市）オープン

平成21年９月

　

平成21年11月

平成22年３月

平成22年７月

平成22年９月

平成23年４月

平成23年５月

「ちゃんこ浪花茶屋」を業態変換した「ふぐよし総本店」（神奈川県横浜市中区）オープン、51店

舗となる

「割烹浪花茶屋」を「魚の飯」としてリニュアルオープンする　

「学芸大学駅前店」売却により、50店舗となる

「中目黒店」収用により、49店舗となる　

「荻窪店」の売却により、48店舗となる　

「ふぐよし総本店」を綱島に「おいしい寿司と活魚料理 魚の飯」を新橋にリニューアルオープン

「美味しい刺身と串かつ 串の助」を下北沢にリニューアルオープン　
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３【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社と子会社１社により構成され、直営店舗である「泳ぎとらふぐ料

理専門店　とらふぐ亭」（注）の運営を主たる事業としております。

　当社は主として直営店舗において一般消費者に対し、とらふぐ料理を提供しております。また、子会社は主として当

社に対し、主要食材であるとらふぐ野菜を供給しております。

（注）「泳ぎとらふぐ」とは、とらふぐを生きた状態で捌いてお客様に提供する当社の特徴を総称した造語でありま

す。

(1）会社の経営の基本方針

　現在の飲食業界におきましては食の情報の多様化等に伴い、ますます多彩なサービスが求められております。食に対

する「安全性」「健康志向」といった基本的な欲求から、「高級感」や「五感全ての満足感」、さらには厳しい経済

環境下での「コストパフォーマンス」に至るまで、顧客ニーズはますます複雑・多岐にわたり、高付加価値なサービ

スの提供が勝ち残る要因となっております。

　このような環境の中、当社グループはとらふぐ料理の提供を通じた「お客様のご満足」に常に徹底的にこだわり続

け、事業展開を行っております。

①「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の主な特徴

　かつて、ふぐ料理は高価であるというイメージが強く、特に関東地方ではその傾向がより顕著で、気軽に食べる料理

としての印象が希薄でした。そのイメージを打破するべく、当社は平成８年10月に東京でふぐのコース料理を4,980円

（税抜価格）というお値打感のある価格で提供を始め、お客様から圧倒的な支持をいただきました。

　現在でも当時と変わらぬ手頃な価格、水槽に泳いでいるふぐをその場で捌いて提供するという新鮮さ、最高級の国産

とらふぐを使うという品質の良さも相まって、多くのお客様にご来店いただいております。

②「国産高級とらふぐ」の安定供給

　当社グループは、養殖業者、仕入先との連携強化を図り国産高級とらふぐを安定した価格・量共に安定した調達力を

確保しております。具体的には、養殖業者とは生産段階から情報交換を行い、計画的に食材確保をしております。また、

仕入先とは市場を通さない産地直送取引を行っており中間コストを削減しております。

　一方、国内の養殖とらふぐ生産の50％以上を占める長崎県が「長崎県適正養殖業者認定制度」を制定して養殖業者

の育成・トレーサビリティの強化を政策的に行っているため、当社グループは長崎県かん水魚類養殖協議会等とも連

携を図り、良質な食材の確保に努めております。

　さらに、平成23年２月にふぐの安定確保のために当社グループ内の株式会社長崎ファームにおいて漁業行使権を取

得し、長崎県において、とらふぐ、クロマグロ等の海面養殖事業を開始しました。

　加えて、お客様に「とらふぐ亭」のこだわりの味をご家庭でお楽しみ頂けるように「とらふぐ亭宅配」を用意し、宅

配業務を軌道にのせてきております。

　このような活動によって、当社グループでは「自然の恵み」をより新鮮に、より安全に、お客様にご提供できるよう、

安定した仕入ルートの確立に努力しております。

③お客様にご提供する徹底した「こだわり」の姿勢

　当社グループとしましては、特に以下の２点について、他社との差別化を図っております。

ⅰ「最高級の食材をお値打ち感ある値段で提供する」ため、常に食材にこだわりを持ち、探究し続けております。と

らふぐ、米などの主食材のみならず、卵、豆腐をはじめ、塩、ポン酢、一味などのわき役に至るまで、食のプロフェッ

ショナルとして厳しいチェックのもと、満足のいく食材のみ、お客様にご提供させていただいております。

ⅱ　飲食店の店舗特徴を熟知したデザイナーと共に「大切な人と過ごせる空間の演出」をコンセプトとして「高級

感のある個室」にこだわった店舗作りをしております。食材・空間すべてにおいてこだわりを持ち、好コストパ

フォーマンスでお客様にご満足いただく。これが当社グループの事業ポリシーであります。 

(2）目標とする経営指標

　当社グループは直営店舗として、平成８年10月に東京都新宿区に１号店「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」新

宿本店を出店して以来、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県内に直営46店舗（平成23年９月現在）を展開してまいり

ました。しかしながら当連結会計年度につきましては相場環境の悪化から店舗展開を手控え、既存店舗の充実に注力

してまいりました。今後も既存の店舗ネットワークを用いた地域密着による情報発信に努め、元来の目標である「首

都圏におけるふぐ食文化の浸透」を引き続き推進し、ブランド力の更なる認知・向上を図ってまいります。

　ただし、店舗の立地条件等、当社グループの規格に見合った場合には新規出店の可能性も視野に入れつつ、臨機応変

で柔軟な経営体制により、ふぐ食文化のさらなる定着を推進していく方針であります。

　また、独立意欲旺盛な社員に対してのれん分け制度を実施し、軌道にのせることを目指し推進してまいります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　今後、当社グループがさらなる成長をするために、様々な課題が存在すると認識しております。具体的には、現状、中

長期的に以下の諸課題があると認識しており、解決に向けて全社一丸となって取り組んでいく所存であります。

　

① 繁忙期と閑散期について

　ふぐ料理のイメージから、鍋を主体としたメニューのため、当社グループの繁忙期と閑散期の売上に極端な差異があ

り、平成23年９月期における上半期と下半期の比率は72.1％と27.9％となっております。この現状に対して、閑散期の
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売上増加とコストの削減が課題と考えております。

　この課題に対して、平成21年11月には「おいしい魚と寿司の店　魚の飯　調布店」をオープンさせ、続いて平成23年4

月に「おいしい寿司と活魚料理 魚の飯」を新橋に、天然ふぐを使用した 「ふぐよし総本店」を綱島に、同年5月に

「美味しい刺身と串かつ 串の助」を下北沢にリニューアルオープンいたしました。これらの店舗では、店長が築地市

場へ食材を仕入に行って新鮮な食材で創作メニューを提供するなど、新業態の展開と定着化を実施しております。ま

た、ランチメニューの充実にも注力することはもとより、多様な広告宣伝による宅配事業の定着化と拡充を行ってき

ております。

② 人材採用について

　社員の採用に関しましては、平成16年４月より高校、大学の新卒者の大量採用を開始いたしました。平成24年度も大

卒、高卒とも例年並みの採用数を予定しております。今後の事業拡大を実現するためには、今以上の新卒採用枠の拡大

が必要不可欠と考えており、そのため採用コストがかかりますが、積極的な活動を展開してまいる所存であります。加

えて、即戦力となる人材の中途採用にも注力するよう、こちらに関しても専任担当者を配置いたしております。また現

在、更なる大卒者採用を拡大すべく、就職活動前の大学生を対象にしたインターンシップ制度も導入しております。

　また、アルバイトの採用についても、将来の当社への入社など人材調達のもう一つの柱と位置付け積極的に取り組ん

でおります。

③ ふぐ調理師免許取得者の育成

　当社グループが掲げる特徴の一つといたしまして、ふぐ調理の実務研修によるふぐ調理技術の習得の推進がありま

す。従来、日本料理の世界では一人前の料理人になるためには５年から10年は実務経験が必要と言われておりました

が、当社独自のカリキュラムにより最短2年間でふぐ調理師免許を取得できる育成プログラムを開発いたしておりま

す。具体的には、養成課程から精神修養等の部分を大幅にカット、純粋に調理技術の修得に集中し、同時に座学による

学科習得カリキュラムも設けることにより、業務に従事しながら無理なく免許試験にチャレンジできる育成プログラ

ムを確立しております。

(4）店舗展開について　

 当社では直営店舗として、平成８年10月に東京都新宿区に１号店「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」新宿本

店を出店して以来、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県内に51店舗（平成21年９月末現在）展開しておりました

が、平成22年3月に学芸大学駅前店を売却し、平成22年7月に中目黒店が道路拡張のために収用され、平成22年9月に

荻窪店を売却することにより48店舗とし、平成22年10月に国立店、蕨店がFC店舗として独立したことにより平成23

年9月末現在で46店舗となっております。　なお、平成23年4月に天然ふぐを使用した 「ふぐよし総本店」を綱島に、

「おいしい寿司と活魚料理 魚の飯」を新橋に、同年5月に「美味しい刺身と串かつ 串の助」を下北沢に、リニュー

アルオープンいたしました。新規出店及びリニューアルによる業態転換につきましては、引き続き積極的に検討し

てまいります。　
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　当社グループにおける店舗展開の状況は、以下のとおりであります。 

年度別出退店状況

 出店 退店（FC化を含む） 期末店舗数

第５期

（平成15年９月期）
３ － ９

第６期

（平成16年９月期）
３ － 12

第７期

（平成17年９月期）
10 － 22

第８期

（平成18年９月期）
12 － 34

第９期

（平成19年９月期）
16 － 50

第10期

（平成20年９月期）
－ － 50

第11期

（平成21年９月期）
1 － 51

第12期

（平成22年９月期）
－     ３ 48

第13期

（平成23年９月期）
－     ２ 46

都県別出店状況

 （平成23年９月30日現在）

エリア
大型店

（101席以上）
中型店

(60席以上100席以下)
小型店

（59席以下）
合計

東京都（店舗数） ６ 16 11 33

神奈川県（店舗数） ２ １ ４ ７

埼玉県（店舗数） ０ ３ １ ４

千葉県（店舗数） ０ １ １ ２

合計（店舗数） ８ 21 17 46
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［事業系統図］

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

 平成23年９月30日現在

名称 住所
資本金
(千円)

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
(％)

関係内容

（連結子会社）      

株式会社長崎ファーム

(注)
東京都江東区 3,000

水産物の販売及

び魚類養殖事業
100.0

当社のふぐの仕入れは全て

株式会社長崎ファームから

行っております。

役員の兼任…３名

　（注）特定子会社に該当しております。

　　　

５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成23年９月30日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

とらふぐ亭直営事業 177(134)

その他 1 (－)

合計 178(134)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は最近１年間の期中平均人員（ただし、１日7.5時間換算による人

        員）を（　）内に外数で記載しております。

　

(2）提出会社の状況

 平成23年９月30日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与（千円）

177 (134) 28.8 3.6 3,538

　

セグメントの名称 従業員数（人）

とらふぐ亭直営事業 177(134)

合計 177(134)

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は最近１年間の期中平均人員（ただし、１日7.5時間換算による人

員）を（　）内に外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

EDINET提出書類

株式会社東京一番フーズ(E03485)

有価証券報告書

  9/100



第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、東日本大震災による影響が和らぐ中で、経済活動や個人消費に持ち直しの

動きが見られたものの、海外景気の下振れや為替相場の変動などにより経済情勢の先行きは、不透明な状況になって

おります。外食業界におきましても、消費者の節約・低価格志向が依然強く、企業間の競争激化から経営環境が厳しく

なっております。

こうした環境の中、当社グループは、店舗運営において、食材・サービス・店舗空間に徹底したこだわりを貫き、し

かもリーズナブルな価格帯にてサービスを提供すると共に、全社で徹底したコスト削減に取り組んでまいりました。

また、当社の産地からの直接鮮魚仕入力を生かして、３店舗の新業態をオープンいたしました。4月に天然ふぐを使用

した 「ふぐよし総本店」を綱島に、「おいしい寿司と活魚料理 魚の飯」を新橋に、5月に「美味しい刺身と串かつ 

串の助」を下北沢にリニューアルオープンいたしました。さらに、当社グループ内の株式会社長崎ファームにおいて、

外食産業でありながら漁業権を行使する権利を取得し、長崎県において、とらふぐ、クロマグロ等の海面養殖事業を開

始しております。

＜当社グループ事業の業績の状況＞

　上記に述べました環境下での事業展開の結果、平成23年9月期における売上高は、30億21百万円（前年比9.0％減）と

なりました。震災直後の3月、4月の売上高は大きく落ち込んだものの、その後は少しずつ回復傾向を辿り、消費者の知

名度向上をねらいとして、「周年記念イベント」や新業態の展開により当社グループの既存店売上高は7月、8月、9月

と前年を上回り順調に推移いたしました。しかしながら前年に比べ２店舗をＦＣに売却したこと等によって、前連結

会計年度に比べ売上高は減少することになりました。損益面では一貫して経費の削減に努めましたが、震災の影響が

大きく営業損失92百万円（前年は営業利益15百万円）、経常損失67百万円（前年は経常利益27百万円）となり、減損

損失及び貸倒引当金繰入額等の特別損失を計上したため当期純損失１億39百万円（前年は当期純損失60百万円）と

なりました。

　当社グループの属する外食産業は、現在厳しい経済環境下ですが、当社グループは、新規出店及び新業態への取り組

みを強化していくほか、子会社において養殖事業を強化してまいります。そのためにも当社グループを取り巻く経営

課題を一つ一つ着実に克服していく所存であります。

　

（2）キャッシュ・フロー　

当連結会計年度末においては、営業活動の結果得られた資金は48百万円、投資活動で使用した資金は４百万円、財務

活動で得られた資金は27百万円となり、その結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）

残高は前連結会計年度末に比べ71百万円増加し、４億78百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は48百万円（前期は１億60百万円の獲得）となりました。収入としては、主に減価償

却費56百万円、減損損失51百万円、貸倒引当金の増額21百万円、売上債権の減額７百万円、仕入債務の増額５百万円、法

人税等還付額４百万円によるものであります。支出としては、主に税金等調整前当期純損失１億33百万円によるもの

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は４百万円（前期は25百万円の使用）となりました。主な要因は、固定資産の取得に

よる支出69百万円、貸付による支出22百万円、長期前払費用の取得による支出10百万円、定期預金の預入による支出11

百万円と定期預金の払戻しによる収入１億10百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により得られた資金は27百万円（前期は98百万円の支出）となりました。主な要因は、長期借入による収

入60百万円と長期借入金の返済による支出22百万円、社債の償還による支出16百万円によるものであります。　
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２【生産、受注及び販売の状況】

　当社グループは、直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の運営及び水産物の販売を行っておりま

す。以下、当該事業について記載しております。

(1）仕入実績

当連結会計年度の仕入実績は、次のとおりであります。

品目別の名称
当連結会計年度

（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

前期比（％）

とらふぐ等（千円） 583,402 99.6

飲料（千円） 142,674 86.5

生鮮食料品その他（千円） 233,850 112.2

合計（千円） 959,927 100.1

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

当連結会計年度の販売実績は、次のとおりであります。

セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

前期比（％）

とらふぐ亭直営事業（千円） 2,876,460 89.6

その他（千円） 144,911 131.3

合計（千円） 3,021,372 91.0

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３【対処すべき課題】

当社グループの現状については以下のように認識しております。

(1)食材の安全性の確保と情報発信について

　昨今、食の安全性について様々な問題が取りざたされております。当社は従来より、自然の恵みである本物の食材を

お客様にご提供することを最大のモットーとして掲げており、徹底的に食材にこだわっていきたいと考えておりま

す。そのモットーをより具体化するために、安全安心な食材を使用していることへの裏付けとして、主要食材である

「国産高級とらふぐ」のトレーサビリティシステムを開発し、運営をしてきております。

　また、生産地との連携を強化して、新鮮かつ安全な食材を安定した価格で調達する購買ルートを独自に開発してきて

おります。さらに、当社グループは生産地の養殖する活魚等を外販することによって産地支援、地域振興に積極的に取

組んできております。

(2) 従業員の教育と人材の多様化について

　当社のもう一つのモットーである「大切な人と過ごせる空間の演出」をさらに効果的にするのが、店舗スタッフの

きめ細かなサービスのご提供であると当社では考えております。これは同時に、リピーター顧客の獲得にも非常に重

要なポイントを占めると考えております。

　「とらふぐ亭」自慢のきめ細かなサービスをご提供するためには、スタッフ一人一人が当社のコンセプトである

「色々なものへのこだわり」を深く理解し、そのこだわりを持って「お客様をおもてなし」させていただく、という

ことを実践する必要があります。今後、店舗数の増加に伴い、ともすれば希薄になってしまう恐れのある、店舗スタッ

フのサービスレベルを常に維持・向上させるべく、マニュアル化を含め効率的に対応してまいります。

　また、当社は独立意欲のある社員に対して、独立教育プログラムを推進し、既にのれん分け制度を実施しております。

今後、更なる人材育成を通じて、新たなベンチャー企業家を輩出していくことを目指しております。 

(3) 情報システムについて

　当社では、経営の基盤としての情報システムに関し、販売業務、仕入業務、当社主要食材のとらふぐトレーサビリティ

体制が確立されております。今後は、この仕組みをより積極的に活用し、店舗サービスの標準化とそのコスト適正化、

また、食材管理、勤怠管理の仕組みなど、情報システムを基盤とする内部統制を一層強化し、全社関係各署が一丸と

なって推進してまいります。

　

４【事業等のリスク】

　本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項には、以下のようなものがあります。

　なお、文中の将来に関する事項は、本報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

　当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、その発生の予防または回避及び発生した場合の対応

に努める方針ではありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項を併せて慎重に
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検討した上で行われる必要があると考えております。

(1）販売について

　　売上高の季節変動について

　当社グループの主要事業である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の店舗売上高は業態の特性上、繁忙期

に当たる上期と閑散期に当たる下期の売上高に極端な差異が認められます。当社グループの繁忙期と閑散期の売

上比率は下表のとおりであります。当社グループといたしましては、閑散期の販売促進方法の確立、季節ごとのメ

ニュー構成の再考などにより収益の向上を図ることにより、年間を通じて安定した売上を維持する考えでありま

す。

 
上期売上高
（10～３月）

下期売上高
（４～９月）

通期売上高
（10～９月）

平成20年９月期（千円）
2,976,076

（73.3％）

1,086,220

（26.7％）

4,062,297

（100.0％）

平成21年９月期（千円）
2,700,936

（75.1％）

896,219

（24.9％）

3,597,155

（100.0％）

平成22年９月期（千円）
2,417,825

（72.8％）

901,198

（27.2％）

3,319,023

（100.0％）

平成23年９月期（千円）
2,178,564

（72.1％）

842,808

（27.9％）

3,021,372

（100.0％）

（　）内は各期ごとの上・下期の売上割合を表わしております。

 

(2）仕入について

①　主要食材の取引量確保について

　当社グループは主要食材であるとらふぐについては、国産養殖とらふぐのみを仕入れております。従いまして今

後も国産養殖とらふぐの安定した確保が重要となります。

　当社グループは今後も良質な国産養殖とらふぐを調達するため、養殖業者への投資や生産段階からの情報交換

等、計画的な仕入体制を取ってまいります。また、ふぐの買付けのみならず、生産地における活魚やクロマグロの

グループ外部への販売を実施して、生産者との連携を強化してきております。

　なお、何らかの要因により国産養殖とらふぐの取引量が確保できない場合は、当社グループの業績や事業展開に

影響を及ぼす可能性があります。

②　特定の取引先への依存について

　当社グループは、主要食材であるとらふぐについて、国内卸・養殖業者数社から個別に仕入を行っており、長崎

県を中心とした少数の業者に依存しております。

　当社グループといたしましては、仕入先６社を九州、四国、近畿地方に分散させ、天候など外的要因に影響されや

すい養殖の環境に柔軟に対応して高品質のとらふぐが入荷できるように配慮しております。

　なお、何らかの要因により仕入先との取引が継続できなくなった場合は、当社グループの業績や事業展開に影響

を及ぼす可能性があります。

③　主要食材の価格変動の影響について

　国産養殖とらふぐの市場価格は、これまで相場を冷やす要因だった中国産の大幅減産に伴う対日輸出減と中国

産食品問題を受けた国産需要増から年初来急騰いたしました。当社グループといたしましては、海面養殖業者へ

の投資や連携強化、仕入業者の拡大、陸上養殖事業への参加等により価格変動等のリスク分散を図っていく所存

であります。

　なお、何らかの要因により、国産養殖とらふぐの価格が大きく変動した場合、当社グループの業績や事業展開に

影響を及ぼす可能性があります。

　

④　養殖事業について

　　当社グループは、国内において養殖事業を営んでおりますが、予防困難な魚病等が発生した場合には、当社グ

　ループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。　

(3）法的規制について

①　ふぐ調理師免許制度について

ふぐの毒に起因する食中毒を未然に防止し、食品の安全性を確保することを目的として、ふぐを食材として取

り扱う場合、都道府県知事からふぐ取扱所及びふぐ調理師免許保持者の認証が必要となります。当社グループに

おきましては、安全な食材提供を第一に考えると共に今後の出店計画、出店地域を勘案して、従業員のふぐ免許の
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取得・登録に注力しております。

　　　しかしながら、出店予定地域におけるふぐ免許保持者が不足した場合、予定した出店を行うことができず、当社グ

ループの業績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

②　食品衛生法について

当社グループは飲食店として食品衛生法の規制を受けております。食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危

害の発生及び公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的としており、飲食店を営業するに当たっては、食品

衛生管理者を置き、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県の許可を受けなければなりません。

　また、営業店舗での食中毒の発生や、腐敗物の提供、未認証の添加物使用などの違反行為を行った場合には、所轄

の保健所は、当該店舗における営業許可の取り消し、または営業の全部もしくは一部について期間を定めて営業

停止を命じることがあります。

　当社グループ店舗にて、何らかの要因で食中毒等の事件が発生した場合には、当社グループの業績や事業展開に

重大な影響を及ぼす可能性があります。

(4)財務について

①　ストック・オプションによる株価希薄化について

　当社は平成17年10月３日開催の臨時株主総会決議、平成18年３月13日開催の臨時株主総会決議及び平成20年12

月24日開催の定時株主総会決議に基づき、当社の役員、従業員及び臨時従業員等を対象に旧商法280条ノ20及び旧

商法第280条ノ21並びに会社法（平成17年法律第86号）第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・

オプションを目的とした新株予約権の無償発行を行っております。

　今後も株主総会の承認が得られる範囲内において、このような新株予約権の付与を継続する方針であります。そ

のため、ストック・オプションの行使がなされた場合には、当社株式価値の希薄化による影響を受ける可能性が

あります。

②　配当政策について

　当社は、株主に対する利益還元と同時に、設立以来、新規出店のための財務体質の強化及び人材の確保による競

争力の向上を経営の重要課題として取り組んで参りました。即ち、当社は中長期的な事業計画に基づいた適時な

設備投資、人材採用のための内部留保の確保ひいては財務体質の強化に重点を置きつつ、経営成績及び財政状態

を勘案しながら、成長に見合った配当を検討していく方針であります。

　当社では、未だ十分な内部留保が確保されている状況ではないと考えており、将来の積極的な事業展開のために

は、まず財務体質の強化を最優先とすることが適切な経営判断であると考え、十分な内部留保が確保できるまで

は無配とする予定であります。

　内部留保資金につきましては、今後に予想される新規出店、それに伴う人材確保に有効に投資し、株主の皆様の

ご期待に十分にお応えできる業容へと体制を整えてまいります。

(5）当社の事業体制について

①　管理部門の体制について

　平成23年９月30日現在における当社の管理部門は担当取締役１名、従業員10名で構成されており、内部管理体制

は現在の当社規模に応じたものとなっております。今後は業容拡大に伴い人員の増強と内部管理体制の一層の充

実を図る方針であります。しかしながら管理部門の体制強化のための人材確保が計画どおり進まなかった場合は

適切な組織対応が出来ず、事業の効率的運営に支障が生じる可能性があります。

②　代表取締役坂本大地について

当社の創業者である代表取締役社長坂本大地は、設立以来、経営方針や事業戦略の決定等、当社事業の中心的役

割を担っております。今後につきましては、権限委譲、後進の育成等、坂本大地に過度に依存しない体制の構築を

進めてまいる所存でありますが、何らかの理由により同氏が当社経営から離れることになる場合、当社グループ

の業績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

　また、同氏は当社の発行済株式数の78.1％（平成23年９月30日現在）を保有する大株主であり、同氏が、株主権

を行使することにより現在または将来の当社グループの業績や事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

５【経営上の重要な契約等】

（1）当社はのれん分け制度を実施しており、当社と独立者との間にＤＦＣ（ダイレクトフランチャイズ）契約書を

取り交わしております。その概要は次のとおりであります。

契約の名称 ＤＦＣ契約

契約内容の概要
当社が所有する商標・ロゴマーク等の使用許可及びフランチャイズシ

ステムのノウハウの提供
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契約の期間
契約期間は定めない。但し、２年毎に本部代表取締役もしくは責任者と

面談を行い加盟店舗運営継続の意思を確認する。

６【研究開発活動】

　該当事項はありません。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　　当社グループに関する財政状態及び経営成績の分析・検討内容は、平成23年９月30日現在の連結財務諸表等に基づ

いて分析した内容であります。

　なお、文中における将来に関する事項は本報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断

したものであります。

(1）重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき、重要な会計

方針及び見積りによって作成されております。具体的には、「第５経理の状況　１．連結財務諸表等　(1）連結財務

諸表　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載されているとおりであります。

(2）経営成績の分析

(売上高）

　震災直後の３，４月の売上高は大きく落ち込んだものの、その後は少しずつ回復傾向を辿り、消費者の知名度向

上をねらいとして、「周年記念イベント」や新業態の展開により当社グループの既存店売上高は７月、８月、９月

と前年を上回り順調に推移いたしました。しかしながら前期に比べ２店舗をＦＣに売却したこと等によって、売

上高は30億21百万円（前年比9.0％減）となりました。

(損益面)

  一貫して経費の削減に努めましたが、震災の影響が大きく営業損失92百万円（前年は営業利益15百万円）、経

常損失67百万円（前年は経常利益27百万円）となり、減損損失及び貸倒引当金繰入額等の特別損失を計上したた

め当期純損失１億39百万円（前年は当期純損失60百万円）となりました。

(3）財政状態の分析

（流動資産）

当連結会計年度末の流動資産は、６億13百万円（前年比13.6％減）となりました。主な原因は現金及び預金の減少

28百万円、売掛金の減少７百万円、仕掛品の増加17百万円となります。

(固定資産）

     当連結会計年度末の固定資産は、７億72百万円（同7.0％減）となりました。主な原因は減価償却費及び減損損失

の計上による有形固定資産の減少58百万円となります。

  （流動負債）

     当連結会計年度末の流動負債は、３億25百万円（同2.9％減）となりました。主な原因は未払金の減少30百万円と

なります。

  （固定負債）

当連結会計年度末の固定負債は、１億26百万円（同15.1％減）となりました。主な原因は　社債の減少61百万円、負

ののれんの減少５百万円、長期借入金の増加11百万円となります。

(純資産)　

当連結会計年度末の純資産は、９億35百万円（同11.6％減）となりました。主な原因は利益剰余金の減少１億39百

万円、新株予約権の増加11百万円となります。

＜当社グループのキャッシュ・フローの状況＞

　当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析については、「第２　事業の状況　１　業績等の概要　（2）キャッシュ・

フロー」の項に記載のとおりであります。 
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社グループの当連結会計年度におきましては、有形固定資産39,157千円の設備投資を実施いたしました。その内訳

は次のとおりです。（金額には消費税等を含めておりません。）

設備投資の内容　 　　　　設備投資金額　

　養殖場他設備 　　　　　39,157千円

　　　合　　計 　　　　　39,157千円

　また、所要資金は、自己資金を中心にしてまかなっております。　
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２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

(1）提出会社

 平成23年９月30日現在

事業所名
(所在地)

　　
設備の内容

セグメント
の名称

帳簿価額
従業
員数
(人)　

建物
（千円）

車両運搬
具

（千円）

工具、
器具及
び備品
（千円）

土地
（千円）
(面積㎡)

建設
仮勘定
（千円）

合計
（千円）

本社

(東京都新宿区)

大久保独

身寮他
－ 54,0141771,674

143,982

(307)
－ 199,848

76

(4)

東京都内店舗－33店

(東京都新宿区他)
店舗設備

とらふぐ亭

直営事業
97,237－ 7,731

－

(－)
－ 104,969

77

(203)

神奈川県下店舗－７店

(神奈川県横浜市中区

他)

店舗設備
とらふぐ亭

直営事業
11,875－ 1,440

－

(－)
－ 13,316

16

(44)

埼玉県下店舗－４店

(埼玉県さいたま市大

宮区他)

店舗設備
とらふぐ亭

直営事業
6,911 － 464

－

(－)
－ 7,376

5

(24)

千葉県下店舗－２店

(千葉県市川市)
店舗設備

とらふぐ亭

直営事業
－ － －

－

(－)
－ －

3

(5)

合計   170,03917711,311143,982－ 325,510
177

(280)

　（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．従業員数の（　）には臨時従業員数を外書しております。

(2）国内子会社

 平成23年９月30日現在

会社名
事業所名
(所在地)

　

設備の
内容

帳簿価額
従業
員数
(人)

セグメン

トの名称

建物
（千円）

車両
運搬具
（千円）

工具、器
具及び
備品
（千円）

船舶
（千円）

土地
（千円）
(面積㎡)

合計
（千円）

㈱長崎

ファーム

集配センター

(東京都江東

区)

とらふ

ぐ亭直

営事業

水槽他

設備一

式

3,477912 2,389 －
－

(－)
6,7791

㈱長崎

ファーム

平戸養殖場他

(長崎県平戸

市)

その他

養殖他

設備一

式

5,67589119,1251,347
3,383

(7,261)
30,4222

合計 　 　 　 9,1531,80321,5141,347
3,383

(7,261)
37,2023

　　

３【設備の新設、除却等の計画】

　当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設備計

画は原則的にグループ会社各社が個別に策定していますが、幹部会において提出会社を中心に最終調整を図っており

ます。なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の改修計画は次のとおりであります。　 

(1）重要な設備の新設

該当事項はありません。

(2）重要な改修

該当事項はありません。

(3）重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 200,000

計 200,000

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成23年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年12月26日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 85,120 85,130東京証券取引所マザーズ （注）

計 85,120 85,130 － －

（注）１．完全議決権株式であり、権利内容になんら限定のない当社における標準となる株式であります。　
２．単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。　
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

①平成17年10月３日臨時株主総会決議

区分
最近事業年度末現在
（平成23年９月30日）

提出日の前月末現在
（平成23年11月30日）

新株予約権の数（個） 250（注１） 250（注１）

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同　　左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,250（注２） 1,250（注２）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 4,800（注３） 同　　左

新株予約権の行使期間
自　平成19年10月５日

至　平成27年９月30日
同　　左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　4,800

資本組入額　　　2,400
同　　左

新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行

使は認められない。した

がって、権利行使は１個

またはその整数倍毎に権

利行使するものとする。

同　　左

②新株予約権の割当を受

けた者（以下「新株予約

権者」という）は権利行

使時において、当社もし

くは当社の子会社・関連

会社の取締役及び監査役

または従業員たる地位に

あることを要する。ただ

し、対象者である取締役

または監査役が任期満了

により退任した場合及び

対象者である従業員が定

年退職した場合並びにそ

の他取締役会決議が正当

な理由があると認めた場

合にはこの限りではな

い。

③新株予約権の譲渡、質

入その他処分は認めな

い。

④新株予約権者が死亡し

た場合は、相続人はこれ

を行使できないものとす

る。

⑤この他の条件は、株主

総会及び取締役会の決議

に基づき、当社と新株予

約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約」

の定めるところによる。

同　　左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は、取

締役会の承認を必要とす

る。

同　　左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －
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　（注）１．平成17年10月３日臨時株主総会決議に基づき、取締役２名及び従業員９名に対して465個の新株予約権を付与

しましたが、退職及び権利行使に伴い平成23年９月30日現在及び平成23年11月30日現在、250個となっており

ます。

２．新株予約権を発行する日（以下、「発行日」という）以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、

株式数を次の算式により調整する。ただし、かかる調整は当該時点で行使または消却されていない新株予約

権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端株が生じた場合には、これを切り捨て

るものとする。

調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

３．発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　また、当社が時価を下回る価額で新株発行（新株予約権の行使による新株を発行をする場合を除く）を行

う場合には、次の算式により行使価額は調整され、調整による１円未満の端数は切り上げる。

      新規発行
×

１株当たりの

    既発行
＋

株式数 払込金額

調整後
＝

調整前
×

株式数 新株発行前の株価

行使価額 行使価額 既発行株式数　＋　新規発行株式数

　当社が他社と吸収合併または新設合併を行いもしくは株式交換を行い完全親会社となる場合、その他これ

らの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調節

されるものとする。

４．当社は平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行っております。これにより「新株

予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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②平成18年３月13日臨時株主総会決議

区分
最近事業年度末現在
（平成23年９月30日）

提出日の前月末現在
（平成23年11月30日）

新株予約権の数（個） 189（注１） 187（注１）

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同　　左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 945（注２） 935（注２）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 6,000（注３） 同　　左

新株予約権の行使期間
自　平成20年４月１日

至　平成28年３月11日
同　　左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　6,000

資本組入額　　3,000
同　　左

新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行

使は認められない。した

がって、権利行使は１個

またはその整数倍毎に権

利行使するものとする。

②新株予約権の割当を受

けた者（以下「新株予約

権者」という。）は権利

行使時において、当社も

しくは当社の子会社・関

連会社の取締役及び監査

役または従業員たる地位

にあることを要する。た

だし、対象者である取締

役または監査役が任期満

了により退任した場合及

び対象者である従業員が

定年退職した場合並びに

その他取締役会決議が正

当な理由があると認めた

場合にはこの限りではな

い。

③新株予約権の譲渡、質

入その他処分は認めな

い。

④新株予約権者が死亡し

た場合は、相続人はこれ

を行使できないものとす

る。

⑤この他の条件は、株主

総会及び取締役会の決議

に基づき、当社と新株予

約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約」

の定めるところによる。

同　　左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡は、取

締役会の承認を必要とす

る。

同　　左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －
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　（注）１．平成18年３月13日の臨時株主総会特別決議に基づき、取締役１名及び従業員73名に対して375個の新株予約権

を付与しましたが、退職及び権利行使に伴い平成23年9月30日現在で189個及び平成23年11月30日現在で187

個となっております。

２．新株予約権を発行する日（以下、「発行日」という）以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、

株式数を次の算式により調整する。ただし、かかる調整は当該時点で行使または消却されていない新株予約

権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端株が生じた場合には、これを切り捨て

るものとする。

調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

３．発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　また、当社が時価を下回る価額で新株発行（新株予約権の行使による新株を発行する場合を除く）を行う

場合は、次の算式により行使価額は調整され、調整による１円未満の端数は切り上げる。

      新規発行
×

１株当たりの

    既発行
＋

株式数 払込金額

調整後
＝

調整前
×

株式数 新株発行前の株価

行使価額 行使価額 既発行株式数　＋　新規発行株式数

　当社が他社と吸収合併または新設合併を行いもしくは株式交換を行い完全親会社となる場合、その他これ

らの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使価額は適切に調節

されるものとする。

４．当社は平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行っております。これにより「新株

予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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　会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。

③平成20年12月24日定時株主総会特別決議に基づく平成21年12月４日取締役会決議

区分
最近事業年度末現在
（平成23年９月30日）

提出日の前月末現在
（平成23年11月30日）

新株予約権の数（個） 2,190（注１） 2,190（注１）

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同　　左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,190（注２） 2,190（注２）

新株予約権の行使時の払込金額（円） 22,700（注３） 同　　左

新株予約権の行使期間
自　平成23年12月18日

至　平成30年12月23日
同　　左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 22,700

資本組入額 　11,350
同　　左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受

けた者（以下「新株予約

権者」という。）は権利行

使時において、当社もしく

は当社の子会社・関連会

社の取締役及び監査役ま

たは従業員たる地位にあ

ることを要する。ただし、

対象者である取締役また

は監査役が任期満了によ

り退任した場合及び対象

者である従業員が定年退

職した場合並びにその他

取締役会決議が正当な理

由があると認めた場合に

はこの限りではない。

②新株予約権の譲渡、質入

その他処分は認めない。

③新株予約権者が死亡し

た場合は、相続人はこれを

行使できないものとする。

④この他の条件は、株主総

会及び取締役会の決議に

基づき、当社と新株予約権

者との間で締結する「新

株予約権割当契約」の定

めるところによる。

同　　左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡は、取締

役会の承認を必要とする。
同　　左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 注（４） 同　　左

　（注）１．平成20年12月24日の定時株主総会特別決議に基づく平成21年12月４日取締役会において決議され、当社取締

役２名、当社監査役３名、当社従業員73名及び社外協力者１名に対して2,515個の新株予約権を付与しました

が、退職に伴い平成23年9月30日現在で2,190個及び平成23年11月30日現在で2,190個となっております。
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２．新株予約権を発行する日（以下、「発行日」という）以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、

株式数を次の算式により調整する。ただし、かかる調整は当該時点で行使または消却されていない新株予約

権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端株が生じた場合には、これを切り捨て

るものとする。

調整後株式数　＝　調整前株式数　×　分割・併合の比率

３．発行日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じ

る１円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

４．当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る）、株式交換もしくは株式移転（それぞれが完全子会社となる場合に限る）（以上を総

称して以下「組織再編行為」という）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸

収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割が

その効力を生ずる日、および新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がそ

の効力を生ずる日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前に

おいて残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまで掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という）の

新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付

する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画にお

いて定めることを条件とする。　

　(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金

額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後行使価額に本項

(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額と

する。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行

為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使する

ことができる期間の満了日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

a.新株予約権により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条第１項の

規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし計算の結果１円未満の端数が生じる場

合は、その端数を切り上げるものとする。

b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.記載の資本金

等の増加限度額から同a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

(8) 新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得条項

a.当社が消滅会社となる合併契約承継の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案も

しくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

b.新株予約権の割当てを受けた者が権利行使する前に、新株予約権を行使する条件に該当しなくなった場

合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

c.新株予約権の割当てを受けた者が「新株予約権割当契約」に定める新株予約権の権利行使期間内に権

利行使をしなかった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。　
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

　　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額
（千円）

資本金
残高　
（千円）

資本準備金
増減額

　（千円）

資本準備金
残高

　（千円）

平成18年12月21日

(注）１
2,300 16,753 310,155465,350310,155367,350

平成19年７月１日

(注）２
67,012 83,765 － 465,350 － 367,350

平成19年10月１日～

平成20年９月30日（注）３
80 83,845 240 465,590 240 367,590

平成20年10月１日～

平成21年９月30日（注）３
75 83,920 225 465,815 225 367,815

平成21年10月1日～　

平成22年９月30日（注）３
135 84,055 405 466,220 405 368,220

平成22年10月1日～　

平成23年９月30日（注）３
1,065 85,120 2,580 468,800 2,580 370,800

　（注）１．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格　　 １株につき290,000円

発行価額     １株につき269,700円

資本組入額　 １株につき134,850円

払込金総額           620,310千円

２．株式分割

株式分割（１：５）によるものであります。

３．新株予約権行使に伴う新株発行によるものであります。

４．平成23年10月１日から平成23年12月26日迄の間に新株予約権の行使により発行済株式総数が10株、資本金及

　　

　び資本準備金がそれぞれ30千円増加しております。
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（６）【所有者別状況】

 平成23年９月30日現在

区分

株式の状況 単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 1 4 27 3 1 1,435 1,471 －

所有株式数

（単元）
－ 17 24 554 71 5 84,449 85,120－

所有株式数の

割合（％）
－ 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 99.2 100.0 －

　（注）１．自己株式875株は、「個人その他」の欄に含めて記載しております。

２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が２株含まれております。

（７）【大株主の状況】

 平成23年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

坂本　大地 東京都新宿区 66,500 78.13

平井　隆 東京都千代田区 1,977 2.32

東京一番フーズ従業員持株会 東京都新宿区新宿５－６－１ 1,442 1.69

佐々木　誠 東京都品川区 475 0.56

関戸　節 千葉県柏市 442 0.52

尾崎　一宇 兵庫県姫路市 404 0.47

良川　忠必 東京都新宿区 400 0.47

坂本　洋平　 東京都中野区　 225 0.26

鈴木　繁和　 東京都練馬区　 200 0.23

堺　勝之　 新潟市中央区　 165 0.19

計 － 72,230 84.86

　（注）上記の他、自己株式が875株あります。
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 　875 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　84,245 84,245 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 85,120 － －

総株主の議決権 － 84,245 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には証券保管振替機構名義の株式が２株含まれております。また、「議決権

の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

②【自己株式等】

 平成23年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱東京一番フーズ
東京都新宿区新宿

五丁目６番１号
875 － 875 1.03

計 － 875 － 875 1.03
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（９）【ストックオプション制度の内容】

　当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行

する方法によるものであります。

　当該制度の内容は以下のとおりであります。

①平成17年10月３日開催の臨時株主総会特別決議

旧商法に基づき、当社の取締役ならびに当社及び当社子会社の従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約

権を発行することを、平成17年10月３日の臨時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日 平成17年10月３日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役２、当社および子会社従業員９

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

②平成18年３月13日開催の臨時株主総会特別決議

旧商法に基づき、当社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成

18年３月13日の臨時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日 平成18年３月13日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役１、当社従業員73

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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③平成20年12月24日定時株主総会特別決議に基づく平成21年12月４日取締役会決議

会社法に基づき、当社の取締役及び監査役に対して新株予約権を発行することを、平成20年12月24日定時株主総

会に基づく平成21年12月４日の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日 平成21年12月４日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役２、当社監査役３、当社従業員73名及び社外協力者１

名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す

る事項
－
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④平成23年12月24日開催の定時株主総会特別決議

会社法に基づき、平成23年12月24日開催の定時株主総会終結の時に在任する当社の取締役及び監査役に対して新

株予約権を発行すること及びその募集事項の決定を当社取締役会に委任することを、平成23年12月24日の定時株

主総会にて特別決議されたものであります。

決議年月日 平成23年12月24日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役３、当社監査役３

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

株式の数（株）
当社取締役に対し700、当社監査役に対し300、合計1,000

（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２　

新株予約権の行使期間 平成27年１月１日から平成33年12月23日まで

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社

の取締役または監査役の地位にあることを要する。ただし、任期

満了による退任その他取締役会の認める正当な理由にある場合

この限りではない。

②権利行使期間満了前に新株予約権の割当てを受けた者が死亡し

た場合は、法定相続人のうち１名に限り権利を承継することが

できる。ただし、再承継はできない。

③その他権利行使の条件については、株主総会及び新株予約権発

行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受け

た者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところ

による。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要す

る。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
－

（注）１．当社が株式の分割（株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載に同じ。）または株式の併合を行う場合、上

記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる

調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行

われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

　　　また、新株予約権割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、上記の目的である株式数の調整を必要

とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的である株式数を調整す

るものとする。ただし、株式数の調整を行った場合は、株式数について同様の調整を行う。

２．新株予約権の行使により交付される株式１株当たりの払込金額は、新株予約権割当日の前日から遡って20日

間（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値の金額とし、

１円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権割当日の終値を下回らないこととする。

　　　なお、新株予約権割当後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に

応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１ 

分割・併合の比率
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⑤平成23年12月24日開催の定時株主総会特別決議

会社法に基づき、当社の従業員に対して新株予約権を発行すること及びその募集事項の決定を当社取締役会に委

任することを、平成23年12月24日の定時株主総会にて特別決議されたものであります。

決議年月日 平成23年12月24日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社従業員

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

株式の数（株）
当社従業員に対し、合計2,000

（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２　

新株予約権の行使期間 平成27年１月１日から平成33年12月23日まで

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当てを受けた従業員は、権利行使時においても、

当社の従業員の地位にあることを要する。ただし、定年により退

職した場合は退職後３ヵ月間に限り行使できるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行

使は認めない。

③その他権利行使の条件については、株主総会及び新株予約権発

行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受け

た者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところ

による。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡による取得については、取締役会の承認を要す

る。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
－

（注）１．当社が株式の分割（株式無償割当てを含む。以下株式分割の記載に同じ。）または株式の併合を行う場合、上

記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる

調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行

われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割（または併合）の比率

　　　また、新株予約権割当日後に当社が合併または会社分割を行う場合等、上記の目的である株式数の調整を必要

とする場合には、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的である株式数を調整す

るものとする。ただし、株式数の調整を行った場合は、株式数について同様の調整を行う。

２．新株予約権の行使により交付される株式１株当たりの払込金額は、新株予約権割当日の前日から遡って20日

間（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値の金額とし、

１円未満の端数は切り上げる。ただし、新株予約権割当日の終値を下回らないこととする。

　　　なお、新株予約権割当後、当社が株式の分割または併合を行う場合、上記払込金額は分割または併合の比率に

応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１ 

分割・併合の比率
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２【自己株式の取得等の状況】

　【株式の種類等】　該当事項はありません。

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　　該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　　該当事項はありません。　

　 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　該当事項はありません。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 875 － 875 －
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３【配当政策】

　当社は、株主に対する利益還元と同時に、設立以来、新規出店のための財務体質の強化及び人材の確保による競争力

の向上を経営の重要課題として取り組んで参りました。即ち、当社は中長期的な事業計画に基づいた適時な設備投資、

人材採用のための内部留保の確保ひいては財務体質の強化に重点を置きつつ、経営成績及び財政状態を勘案しなが

ら、成長に見合った配当を検討していく方針であります。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当

の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　しかしながら当社では、未だ十分な内部留保が確保されている状況ではないと考えております。将来の積極的な事業

展開のためには、まず財務体質の強化を最優先とすることが適切な経営判断であると考え、十分な内部留保が確保で

きるまでは無配とする予定であり、当事業年度も無配とさせていただきました。

　内部留保資金につきましては、今後に予想される新規出店、それに伴う人材確保に有効に投資し、株主の皆様のご期

待に十分にお応えできる業容へと体制を整えてまいります。

　当社は、「取締役会の決議によって、毎年３月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定め

ております。

４【株価の推移】

（１）最近５年間の事業年度別最高・最低株価

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期
決算年月 平成19年９月 平成20年９月 平成21年９月 平成22年９月 平成23年９月

最高（円）
581,000

□63,000
54,600 26,000 25,500 21,900

最低（円）
230,000

□49,500
18,300 12,800 19,500 14,800

　（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

２．□印は、株式分割（平成19年７月１日、１株→５株）による権利落後の最高・最低株価を示しております。

（２）最近６月間の月別最高・最低株価

月別 平成23年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 19,400 20,000 19,980 20,000 19,480 19,700

最低（円） 18,450 18,200 18,470 18,400 18,500 17,530

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役社長  坂本　大地 昭和42年12月19日生

平成２年11月ふぐ太郎開業に参画

平成８年10月とらふぐ亭開業

平成10年10月(有)東京一番フーズ（平成12

年９月　株式会社に改組）設立

平成11年９月同社代表取締役就任

平成12年９月当社代表取締役社長就任(現

任)

平成13年12月(有)新宿活魚(現㈱長崎ファー

ム）取締役就任（現任）

(注)４ 66,500

取締役副社長 管理担当 井野　一三美 昭和19年９月６日生

昭和38年３月㈱三和銀行(現　㈱三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行)入行

平成７年１月 同行新瑞橋支店長

平成10年６月中国パール販売㈱入社

平成14年３月㈱江戸一入社

平成17年10月当社監査役就任

平成20年６月

平成22年12月　

当社社外取締役就任

当社取締役就任(現任)

(注)４ 100

取締役  良川　忠必 昭和50年12月26日生

平成10年10月当社入社

平成16年１月㈲新宿活魚(現　㈱長崎ファー

ム）取締役就任

平成18年３月㈲新宿活魚(現　㈱長崎ファー

ム）代表取締役就任(現任)

平成21年６月

平成22年12月　

当社執行役員就任

当社取締役就任(現任)

(注)４ 400

監査役(常勤)  平野　秀樹 昭和24年１月11日生

昭和46年４月日興証券㈱（現SMBC日興証券

㈱）入社

平成14年３月同社常務取締役第一エリア担

当

平成16年４月日興企業㈱代表取締役社長

平成20年６月当社常勤監査役就任（現任）

(注)３ －

監査役  村上　徹 昭和35年11月25日生

昭和59年10月中央監査法人入所

平成２年10月三優監査法人入所

平成12年７月㈱プロジェスト取締役

平成15年７月村上公認会計士事務所設立

（現任）

平成18年１月当社取締役就任

平成20年６月当社監査役就任（現任）

(注)２ 100

監査役  松田　賢一郎 昭和40年８月11日生

平成元年10月Coopers&Lybrand L.L.P所属

平成９年８月 中央監査法人（現あらた監査

法人）国際部所属

平成12年４月公認会計士松田賢一郎事務所

設立（現任）

平成18年３月当社監査役就任（現任）

(注)２ －

    計  67,100

　（注）１．常勤監査役平野秀樹及び監査役松田賢一郎は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．平成21年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

３．平成23年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

４．平成23年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

１．企業統治の統制

①企業統治の体制　

　当社は大幅な権限委譲により迅速かつ的確な経営判断や業務執行を行うことができる自立した人材を育成すること

が、急速に変化する事業環境の中で、当社が中長期的な成長をするための必須条件であると考えております。このよう

な企業文化において、大幅な権限委譲により行われる業務執行を監督し、経営の効率性、透明性、健全性及び遵法性の

確保を図ることで、企業価値の継続的な向上と社会からの信頼を獲得していくことが当社のコーポレート・ガバナン

スの基本的な考え方であります。

イ．会社の機関の内容

・取締役会

　取締役会は、取締役３名で構成されており、経営の基本方針、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業

務執行の監督を行う機関と位置づけ運営されております。取締役会は、定時取締役会を毎月１回開催し、臨時取締

役会は必要に応じて随時開催することによって都度変化する状況に的確かつ迅速な経営判断を下せるよう、努め

ております。

・監査役会

　監査役会は、監査役３名で構成されております。当社の監査役は定時、臨時取締役会及び必要に応じてその他の

社内会議に出席し、取締役の職務遂行に対する具体的な意見を陳述するとともに、リスク管理、コンプライアンス

を監視できる体制としております。

②企業統治の体制を採用する理由

　当社は監査役会設置会社であり、社外監査役を含めた経営管理体制をとっておりますが、当体制が経営監視機能とし

て有効であり、また当社の業務執行の観点からも、現状の監査体制が最適であると判断し、当体制を採用しておりま

す。

③内部統制システムの整備の状況

　当社は、業務の透明性・遵法性を確保するために、以下のとおり基本方針を定め、内部統制システムの整備に努

めております。

イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・「取締役会規程」に基づき、毎月取締役会を開催する。

・「取締役会規程」において、重要な業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、取締役会

で決定を行う。

・監査役は、原則取締役会に出席し、取締役の業務執行状況について監視を行う。

・社長直轄の内部監査室を設け、経営監視機能を高めるとともに、各部署における業務執行が法令・定款に適

合しているかどうか内部監査を行い、企業倫理向上及びコンプライアンスの徹底を図る。

・社会規範・業界規範・社内規範等、広く社会の「きまり」を守ることを徹底するため、社内に「賞罰委員

会」を設置し、使命感・倫理観の向上を図るとともにコンプライアンス体制を確立する。

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて、適切かつ確

実に保存・管理するものとする。

・取締役及び監査役は、「文書管理規程」により、常時これらの文書等を検索・閲覧できるものとする。

ハ．損失の危険の管理に関する規定その他の体制

・リスク管理に係る規程を制定し、取締役を含めた各部門長で構成する「リスク管理委員会」を年２回開催

し、徹底したリスクの洗い出しを行う。

・内部監査部門は、各部門におけるリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に、監査役及び取締役会に報

告する。

・また、リスクが顕在化した場合には、対応マニュアルに基づき、迅速且つ組織的な対応を行い、損害を最小限

に抑える体制を整える。

ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・経営に関する重要事項については、「経営協議会」を毎月定期的に開催し、取締役会付議事項の事前審議・

報告を行う。

・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程、業務分掌規程に基づき、その責任者

が職務権限・決済基準に則った決定を行う体制とする。
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ホ．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・関係会社管理規程に基づき、所要の統制体制を整備するものとする。

ヘ．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

・監査役がその必要を求めた場合には、これを置くこととする。

ト．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

・補助の使用人を置く場合には、当該使用人は監査役会の直属の指揮命令下に配置し、人事処遇等については、

取締役会と監査役会が事前に協議の上決定する。

チ．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する事項

・監査役は、原則取締役会に出席し、取締役より、重要事項の報告を受け、関係書類の配布並びに詳細な説明を

受ける。

・取締役及び使用人は、当社の業務または業績に与える重要な事項について監査役に報告することとし、職務

の執行に関する法令違反、定款違反、及び不正行為の事実、または当社に損害を及ぼす事実を知った時は、遅

滞なく報告するものとする。

・監査役は、内部監査室より、内部監査状況について報告を受ける。

リ．その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役会は、内部監査室、会計監査人と定期的な報告会を開催し、相互連携を図る。

・監査役会は、代表取締役社長と定期的に情報・意見交換を行う。

ヌ．反社会的勢力排除のための体制

・社員に対して行っている研修において、反社会的勢力及び団体への対応のあり方を指導している。

④リスク管理体制について

　当社は、取締役を含めた各部門長で構成する「リスク管理委員会」を定期的に開催しております。店舗につきま

しては、食品の定期的な衛生検査をはじめ手洗いの徹底、アルコール消毒等の実施による食中毒の防止等、予防対

処を行っております。

　また、法律顧問として弁護士と契約しており、日常発生する法律問題全般に対して指導・助言を受けられる体制

を整えております。なお、会計監査人及び顧問弁護士とは、人的・資本的な取引関係やその他の利害関係はありま

せん。

２．内部監査及び監査役監査の状況

①内部監査　

　社長直属の内部監査室担当者１名を配置しております。内部監査にあたっては業務執行状況及びコンプライア

ンスの状況確認のため、全ての部門及び子会社を対象に、内部監査規程に基づき実効性の高い監査を実施してお

ります。

②監査役監査

　監査役会は、内部監査部門及び会計監査人と、情報交換・意見交換を行うため、定期的な報告会を開催するなど

連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図っております。

３．社外取締役及び社外監査役

　当社の社外監査役は２名であります。２名の社外監査役による客観的・中立的監視のもと、経営の監視機能の面

で十分な透明性と適法性が確保されているものと判断しているため、社外取締役は選任しておりません。

　なお、社外監査役と当社との間には特別な人的関係、資本的関係及び利害関係はありません。　
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４．役員報酬等

①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分 報酬等の総額
報酬等の種類別の総額（千円）

対象となる

　 (千円) 役員の員数

　 　
基本報酬

ストック
賞与 退職慰労金

（人）

　 　 オプション 　

　取締役
24,82024,820 － － － 3

　（社外取締役を除く。）

　監査役
1,700 1,700 － － － 1

　（社外監査役を除く。）

　社外役員 6,760 6,760 － － － 3

　

②役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定

　取締役及び監査役の報酬の額については、株主総会で承認された限度内で算定しております。　

５．株式の保有状況

①保有目的が純投資以外の目的である投資株式

　該当事項はありません。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

　該当事項はありません。

③保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び

に　

当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

　該当事項はありません。

６.会計監査の状況

会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任しており、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を受けて

おります。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については、以下のとお

りであります。

・　業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員　業務執行社員　安田達也、阿部　功、中島達弥

なお、継続関与年数は全員７年以内のため、記載を省略しております。　

・　会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　４名　　その他　６名

７．その他当社の定款規程

①取締役の定数について

　当社の取締役は５名以内とする旨定款に定めております。

②取締役の選任の決議要件

　当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の任期は１年間であります。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

③中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年３月31日を基準日として、中間配当

を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

　

④自己の株式の取得

当社は経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法

第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款に定

めております。

⑤株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨、定款に定めており

ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目

的とするものであります。 

８．責任限定契約の内容の概要

①取締役及び監査役
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　当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役の損害賠償責任を、取締

役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監

査役が、期待される役割を十分に発揮することを目的とするものであります。

②社外取締役及び社外監査役　

　当社は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮することができるようにするため、会社法第

427条第１項の規定に基づき、法令が規定する損害賠償責任の限度額を上限として、社外取締役及び社外監査役と

の間で責任限定契約を締結することができる旨定款に定めております。　

（２）【監査報酬の内容等】

① 監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 26 － 23 －

連結子会社 － － － －

計 26 － 23 －

 

② その他重要な報酬の内容

　（前連結会計年度）

　　該当事項はありません。 

　（当連結会計年度）

　　該当事項はありません。

③ 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

　（前連結会計年度）　

　　該当事項はありません。　

（当連結会計年度）

　　該当事項はありません。

④ 監査報酬の決定方針

　監査時間等を勘案し、 監査法人と協議したうえで決定しております。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　前連結会計年度（平成21年10月１日から平成22年９月30日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結

会計年度（平成22年10月１日から平成23年９月30日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しており

ます。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　前事業年度（平成21年10月１日から平成22年９月30日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度

（平成22年10月１日から平成23年９月30日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（平成21年10月１日から平成22年９月

30日まで）及び当連結会計年度（平成22年10月１日から平成23年９月30日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度

（平成21年10月１日から平成22年９月30日まで）及び当事業年度（平成22年10月１日から平成23年９月30日まで）

の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。　

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、監査法人等の

外部の専門機関が主催するセミナーへの参加や、機関紙の購読等情報収集を行っております。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年９月30日)

当連結会計年度
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 507,756 478,952

売掛金 51,563 44,374

仕掛品 － 17,044

原材料 15,930 21,909

未収入金 20,111 3,023

その他 115,026 48,461

流動資産合計 710,388 613,767

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,280,989 1,244,780

減価償却累計額 △1,068,443 △1,065,586

建物及び構築物（純額） ※1
 212,545

※1
 179,193

機械装置及び運搬具 13,709 17,599

減価償却累計額 △11,306 △14,270

機械装置及び運搬具（純額） 2,403 3,328

工具、器具及び備品 248,253 273,817

減価償却累計額 △228,578 △240,991

工具、器具及び備品（純額） 19,675 32,826

土地 ※1
 143,982

※1
 147,365

建設仮勘定 42,735 －

有形固定資産合計 421,341 362,713

無形固定資産

ソフトウエア 954 2,209

無形固定資産合計 954 2,209

投資その他の資産

敷金及び保証金 367,833 367,778

破産更生債権等 － 21,478

その他 ※1
 40,904

※1
 40,107

貸倒引当金 － △21,478

投資その他の資産合計 408,738 407,885

固定資産合計 831,034 772,807

資産合計 1,541,422 1,386,575
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年９月30日)

当連結会計年度
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 43,477 49,380

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 17,136

※1
 43,572

1年内償還予定の社債 16,000 61,500

未払金 135,636 105,180

未払法人税等 6,469 9,652

賞与引当金 12,273 8,040

その他 104,038 47,893

流動負債合計 335,031 325,219

固定負債

社債 61,500 －

長期借入金 ※1
 59,560

※1
 70,987

負ののれん 14,588 9,439

その他 13,043 45,809

固定負債合計 148,691 126,235

負債合計 483,722 451,455

純資産の部

株主資本

資本金 466,220 468,800

資本剰余金 368,220 370,800

利益剰余金 242,357 103,005

自己株式 △30,339 △30,339

株主資本合計 1,046,458 912,266

新株予約権 11,241 22,853

純資産合計 1,057,699 935,119

負債純資産合計 1,541,422 1,386,575
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 3,319,023 3,021,372

売上原価 956,740 958,226

売上総利益 2,362,282 2,063,145

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 38,912 25,928

販売促進費 11,192 11,056

給料及び手当 592,144 610,481

雑給 272,818 239,253

賞与引当金繰入額 12,273 8,040

地代家賃 488,519 434,769

減価償却費 70,912 55,042

その他 860,390 770,669

販売費及び一般管理費合計 2,347,163 2,155,242

営業利益又は営業損失（△） 15,118 △92,096

営業外収益

受取利息 620 390

受取配当金 4 4

協賛金収入 3,469 5,568

負ののれん償却額 5,148 5,148

受取補償金 1,859 －

助成金収入 － 4,164

保険解約返戻金 － 4,660

債務勘定整理益 － 4,348

その他 7,118 3,971

営業外収益合計 18,220 28,258

営業外費用

支払利息 3,054 2,298

支払手数料 1,000 －

社債保証料 647 527

その他 675 1,006

営業外費用合計 5,377 3,832

経常利益又は経常損失（△） 27,961 △67,670

特別利益

固定資産売却益 ※1
 8,244

※1
 7,798

収用補償金 59,977 －

国庫補助金 4,239 －

特別利益合計 72,461 7,798

特別損失

固定資産売却損 － ※2
 817

減損損失 ※3
 147,975

※3
 51,002

固定資産除却損 ※4
 3,659 －

固定資産圧縮損 3,506 －

貸倒引当金繰入額 － 21,478

特別損失合計 155,141 73,297

税金等調整前当期純損失（△） △54,718 △133,170
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年９月30日)

法人税、住民税及び事業税 6,643 6,181

法人税等調整額 △793 －

法人税等合計 5,849 6,181

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △139,351

当期純損失（△） △60,567 △139,351
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【連結包括利益計算書】
（単位：千円）

前連結会計年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年９月30日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △139,351

包括利益 － ※
 △139,351

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － △139,351
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年９月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 465,815 466,220

当期変動額

新株の発行 405 2,580

当期変動額合計 405 2,580

当期末残高 466,220 468,800

資本剰余金

前期末残高 367,815 368,220

当期変動額

新株の発行 405 2,580

当期変動額合計 405 2,580

当期末残高 368,220 370,800

利益剰余金

前期末残高 302,925 242,357

当期変動額

当期純損失（△） △60,567 △139,351

当期変動額合計 △60,567 △139,351

当期末残高 242,357 103,005

自己株式

前期末残高 △30,339 △30,339

当期末残高 △30,339 △30,339

株主資本合計

前期末残高 1,106,215 1,046,458

当期変動額

新株の発行 810 5,160

当期純損失（△） △60,567 △139,351

当期変動額合計 △59,757 △134,191

当期末残高 1,046,458 912,266

新株予約権

前期末残高 － 11,241

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,241 11,611

当期変動額合計 11,241 11,611

当期末残高 11,241 22,853

純資産合計

前期末残高 1,106,215 1,057,699

当期変動額

新株の発行 810 5,160

当期純損失（△） △60,567 △139,351

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,241 11,611

当期変動額合計 △48,515 △122,580

当期末残高 1,057,699 935,119
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △54,718 △133,170

減価償却費 70,912 56,869

減損損失 147,975 51,002

負ののれん償却額 △5,148 △5,148

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,127 21,478

賞与引当金の増減額（△は減少） △904 △4,233

受取利息及び受取配当金 △624 △394

支払利息 3,054 2,298

固定資産除却損 3,659 －

有形固定資産売却損益（△は益） △8,244 △6,980

収用補償金 △59,977 －

売上債権の増減額（△は増加） △13,584 7,188

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,036 △23,024

仕入債務の増減額（△は減少） 2,485 5,902

その他 84,421 77,633

小計 166,144 49,420

利息及び配当金の受取額 624 394

利息の支払額 △3,126 △2,359

収用補償金の受取額 11,996 －

法人税等の還付額 1,954 4,273

法人税等の支払額 △16,793 △3,352

営業活動によるキャッシュ・フロー 160,798 48,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △13,347 △11,065

定期預金の払戻による収入 5,409 110,988

有形固定資産の取得による支出 △23,766 △69,340

有形固定資産の売却による収入 9,100 285

貸付けによる支出 － △22,845

貸付金の回収による収入 － 1,225

敷金及び保証金の差入による支出 △602 △3,576

敷金及び保証金の回収による収入 6,619 3,276

長期前払費用の取得による支出 △8,810 △10,791

その他 － △2,436

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,397 △4,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 60,000

長期借入金の返済による支出 △83,802 △22,137

社債の償還による支出 △16,000 △16,000

株式の発行による収入 810 5,160

財務活動によるキャッシュ・フロー △98,992 27,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 36,408 71,118

現金及び現金同等物の期首残高 371,425 407,833

現金及び現金同等物の期末残高 ※
 407,833

※
 478,952
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　１社

連結子会社名

　　㈱長崎ファーム

　㈱長崎ファームは、平成22年５月24

日に(有)新宿活魚から社名変更して

おります。　　

連結子会社の数　　　　１社

連結子会社名

　　㈱長崎ファーム

　　　

２．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　㈱長崎ファームの決算日は連結決算日

と一致しております。

　　　　　　　 同　　左　

３．会計処理基準に関する事

項

  

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

たな卸資産

原材料

総平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法により算定）

たな卸資産

原材料・仕掛品

同　　左　

　 　　　　 　　　　　

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

建物（附属設備を除く）　定額法

その他の有形固定資産　　定率法

主な耐用年数

建物　　　　　　　　４～33年

車両運搬具　　　　　２～５年　

工具、器具及び備品　３～８年

イ　有形固定資産

　　　　　 同　　左

　

主な耐用年数

建物　　　　　　　　４～33年

工具、器具及び備品　３～８年

　

 ロ　無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法 

ロ　無形固定資産

同　　左

 ハ　長期前払費用

均等償却

ハ　長期前払費用

同　　左

(3) 重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同　　左

 ロ　賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えるため賞与

支給見込額の当連結会計年度負担額を

計上しております。

ロ　賞与引当金

同　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

(4) 重要なヘッジ会計の方

法

イ　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の要

件を満たしておりますので、特例処理を

採用しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同　　左

 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同　　左

 ハ　ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規程及

び取引限度額等を定めた内部規程に基づ

き、ヘッジ対象に係る金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジしております。

ハ　ヘッジ方針

同　　左

 　 ニ　ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要

な条件が同一であり、ヘッジ開始時及び

その後も継続して金利の変動による影響

を相殺または一定の範囲に限定する効果

が見込まれるため、ヘッジの有効性の評

価は省略しております。

　

ニ　ヘッジの有効性評価の方法

同　　左

　 (5) のれんの償却方法及び

       償却期間

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　

　個別案件ごとに判断し、20年以内の合理

的な年数で償却しております。

   (6)連結キャッシュ・フロ

      ー計算書における資金

       の範囲

　

　

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３

ケ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理

同　　左

　

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　

５．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

個別案件ごとに判断し、20年以内の合理

的な年数で償却しております。

   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 　

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３ケ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなって

おります。

　

　

　 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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　　　　【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

　

　

　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　

　

　

(資産除去債務に関する会計基準の適用)　

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。こ

れによる損益に与える影響はありません。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

（連結損益計算書関係）　

　前連結会計年度において、営業外費用の「その他」に含

めて表示しておりました「社債保証料」は、当連結会計年

度において営業外費用の総額の100分の10を超えたため、

当連結会計年度より区分掲記することといたしました。

　なお、前連結会計年度の「社債保証料」は、767千円であ

ります。

　

　

　　　　　       　

　

　

（連結損益計算書関係）　

   前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に 

 含めて表示しておりました「債務勘定整理益」は、当連

 結会計年度において営業外収益の総額の100分の10を超え

 たため、当連結会計年度より区分掲記することといたし

 ました。

なお、前連結会計年度の「債務勘定整理益」は、1,085

千円であります。

　

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内

閣府令５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純損

失」の科目で表示しております。　

【追加情報】

前連結会計年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

　

当連結会計年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

　

　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用して

おります。
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【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成22年９月30日現在）

当連結会計年度
（平成23年９月30日現在）

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

定期預金 30,000千円

建　　物 36,809千円

土　　地 84,102千円

計 150,912千円

定期預金 30,000千円

建　　物 35,412千円

土　　地 84,102千円

計 149,514千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

１年内返済予定の長期借入金 9,996千円

長期借入金 25,030千円

計 35,026千円

１年内返済予定の長期借入金 9,996千円

長期借入金 15,034千円

計 25,030千円

　２　保証債務

　業務委託者の金融機関からの借入債務に対する

債務保証の金額は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　51,500千円　

　２　保証債務

　FC加盟店オーナーの金融機関からの借入債務に対

する債務保証の金額は次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　44,156千円　
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

※１　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物 8,244千円

　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　

 ※３　減損損失

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として、店舗等を基本単位とした資産のグルーピン

グを行っております。

　このうち、以下の資産グループ（営業活動から生ずる

損益が継続してマイナスとなった店舗）について帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額の合計

147,975千円を減損損失として特別損失に計上しており

ます。

　減損損失の内訳は以下のとおりであります。　 

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

赤坂店（東京都港
区）、他25店

店舗

建物 122,364
工具、器具及び備品 13,149
長期前払費用 11,737
リース資産 724

 合計  147,975

各資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローを9.3％で割り引いて算定しておりま

す。　

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 3,314千円

車両運搬具 298千円

工具、器具及び備品 46千円

計 3,659千円

※１　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物 7,798千円

※２  固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 817千円

※３　減損損失

　当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として、店舗等を基本単位とした資産のグルーピン

グを行っております。

　このうち、以下の資産グループ（営業活動から生ずる

損益が継続してマイナスとなった店舗）について帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額の合計

51,002千円を減損損失として特別損失に計上しており

ます。

　　減損損失の内訳は以下のとおりであります。　 

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

川口店（埼玉県川口
市）、他15店

店舗

建物 44,999
工具、器具及び備品 3,475
長期前払費用 2,526

 合計  51,002

各資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローを9.3％で割り引いて算定しておりま

す。

　　　　　　

　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　

　　　　　　　　　

　

（連結包括利益計算書関係）

当連結会計年度（自　平成22年10月１日　至　平成23年９月30日）

※　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

　　親会社株主に係る包括利益　　△60,567千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自 平成21年10月１日　至 平成22年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式                 

　　 普通株式　(注) 83,920 135 － 84,055

自己株式                 

　　　普通株式　 875 － － 875

　（注）発行済株式の増加135株は新株予約権行使に伴う新株発行によるものであります。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分　 新株予約権の内訳　

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）　　 当連結会計年

度末残高

(千円)

前連結会計年

度末　

当連結会計年

度増加

当連結会計年

度減少　

当連結会計年

度末

　提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権　
－ － － － － 11,241　

合計　　 － － － － － 11,241　

　

　　　　３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　　該当事項はありません。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　該当事項はありません。
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当連結会計年度（自 平成22年10月１日　至 平成23年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数
（株）

当連結会計年度
増加株式数
（株）

当連結会計年度
減少株式数
（株）

当連結会計年度末
株式数
（株）

発行済株式                 

　　 普通株式　(注) 84,055 1,065 － 85,120

自己株式                 

　　　普通株式　 875 － － 875

　（注）発行済株式の増加1,065株は新株予約権行使に伴う新株発行によるものであります。

　

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分　 新株予約権の内訳　

新株予約権の

目的となる株

式の種類　

新株予約権の目的となる株式の数（株）　　 当連結会計年

度末残高

（ 千 円 ）

前連結会計年

度末　

当連結会計年

度増加

当連結会計年

度減少　

当連結会計年

度末　

　提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権　
－ － － － － 22,853　

合計　　 － － － － － 22,853　

　

　　　　３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成22年９月30日現在）

※　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成23年９月30日現在）

現金及び預金勘定 507,756千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△99,922千円

現金及び現金同等物 407,833千円

現金及び預金勘定 478,952千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
－千円

現金及び現金同等物 478,952千円

（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取

引開始日が適用初年度開始前のリース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

り、その内容は次のとおりであります。

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　

　　　　

　

　

　

　

　

　

リース期間が満了したため該当事項はありません。  

２．未経過リース料期末残高相当額等

リース期間が満了したため該当事項はありません。

　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

 

支払リース料 10,942千円

リース資産減損勘定の取崩額 5,259千円

減価償却費相当額 4,415千円

支払利息相当額 338千円

減損損失 724千円

 

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

 

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。
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（金融商品関係）

前連結会計年度（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金

を調達しております。また、デリバティブ取引については、借入金の金利変動リスクを回避するために利

用し、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、回収までの期間はおおむね短期で

あり、また、取引先毎の期日管理及び残高管理を定期的に行いリスク低減を図っております。

　敷金及び保証金については、主に、店舗賃借取引に伴う差入保証金であり、取引開始時に信用判定を行う

とともに、契約更新時その他適宜契約先の信用状況の把握に努めております。

　営業債務である買掛金及び未払金は支払までの期間はおおむね短期であります。

　借入金の使途は設備投資資金であり、長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施し

て支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブ取引については、内部規程に基づき、財務担

当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

　　

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成22年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
連結貸借対照表

計上額（千円）
　　時価（千円） 差額（千円）

（1）現金及び預金 507,756 507,756 ―

（2）売掛金 51,563 51,563 ―

（3）敷金及び保証金 367,833 353,762 △14,070

　　　資産計 927,152 913,081 △14,070

（1）買掛金 43,477 43,477 ―

（2）未払金 135,636 135,636 ―

（3）未払法人税等 6,469 6,469 ―

（4）社債(*1） 77,500 77,499 △0

（5）長期借入金(*2） 76,696 76,322 △373

　　　負債計 339,778 339,403 △373

　デリバティブ取引 ― ― ―

　(*1)１年内償還予定の社債を含んでおります。

　(*2)１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

（注）１.金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

　資産

　（1）現金及び預金、（2）売掛金

　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

　　　おります。

　（3）敷金及び保証金

　　　   敷金及び保証金の時価については、想定した賃借契約期間に基づきその将来キャッシュ・フロー

　　　を国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。

   負債

　 （1）買掛金、（2）未払金、（3）未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

　（4）社債

　当社グループの発行する社債の時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加

味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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　（5）長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で

割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の

対象とされており(下記「デリバティブ取引」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利

金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する

方法によっております。　

  デリバティブ取引

 　「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。

（注）２.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

　 １年以内 １年超５年以内　 ５年超10年以内　 10年超　

（1）現金及び預金 　507,756 －　 －　 －　

（2）売掛金 51,563　 － － －　

　       合     計 559,319　 －　 －　 －　

敷金及び保証金については、現時点において償還予定が確定したものがないため、記載をしておりません。　

　

（注）３.社債、長期借入金の連結決算日後の返済予定額

　連結附属明細表「社債明細表」及び「借入金等明細表」をご参照ください。　　　　

　

（追加情報）

　　　当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及び「金融

商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用してお

ります。　

　

EDINET提出書類

株式会社東京一番フーズ(E03485)

有価証券報告書

 56/100



当連結会計年度（自　平成22年10月１日　至　平成23年９月30日）

１．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達し

ております。また、デリバティブ取引については、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機

的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、回収までの期間はおおむね短期で

あり、また、取引先毎の期日管理及び残高管理を定期的に行いリスク低減を図っております。

　敷金及び保証金については、主に、店舗賃借取引に伴う差入保証金であり、取引開始時に信用判定を行う

とともに、契約更新時その他適宜契約先の信用状況の把握に努めております。

　営業債務である買掛金及び未払金は支払までの期間はおおむね短期であります。

　借入金の使途は設備投資資金であり、長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施し

て支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブ取引については、内部規程に基づき、財務担

当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

　　

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成23年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
連結貸借対照表

計上額（千円）
　　時価（千円） 差額（千円）

（1）現金及び預金 478,952 478,952 -

（2）売掛金 44,374 44,374 -

（3）敷金及び保証金 367,778 354,498 △13,279

　　　資産計 891,105 877,826 △13,279

（1）買掛金 49,380 49,380 -

（2）未払金 105,180 105,180 -

（3）未払法人税等 9,652 9,652 -

（4）社債(*1） 61,500 61,500 △0

（5）長期借入金(*2） 114,559 113,992 △566

　　　負債計 340,272 339,706 △566

　デリバティブ取引 - - -

　(*1)すべて１年内償還予定の社債であります。

　(*2)１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

　

（注）１.金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

　資産

　（1）現金及び預金、（2）売掛金

　　　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

　　　おります。

　（3）敷金及び保証金

　　　   敷金及び保証金の時価については、想定した賃借契約期間に基づきその将来キャッシュ・フロー

　　　を国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。

   負債

　 （1）買掛金、（2）未払金、（3）未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

　（4）社債

　当社グループの発行する社債の時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加

味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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　（5）長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で

割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の

対象とされており(下記「デリバティブ取引」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利

金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する

方法によっております。　

  デリバティブ取引

 　「デリバティブ取引関係」注記をご参照ください。

（注）２.金銭債権の連結決算日後の償還予定額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）　

　 １年以内 １年超５年以内　 ５年超10年以内　 10年超　

（1）預金 　469,221 －　 －　 －　

（2）売掛金 44,374　 － － －　

　合      計 513,596　 －　 －　 －　

敷金及び保証金については、現時点において償還予定が確定したものがないため、記載をしておりません。　

　

（注）３.社債、長期借入金の連結決算日後の返済予定額

　連結附属明細表「社債明細表」及び「借入金等明細表」をご参照ください。　　　　

　

　

（有価証券関係）

　前連結会計年度（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）

　　該当事項はありません。　　

　

　当連結会計年度（自　平成22年10月１日　至　平成23年９月30日）

　　該当事項はありません。　　
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（デリバティブ取引関係）

　前連結会計年度（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）

１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　　金利関連

　ヘッジ会計の方法 取引の種類　
主なヘッジ対象

　

契約額等(千円)

　

契約額等のうち

１年超(千円)　
時価(千円)　

金利スワップの特例

処理　

金利スワップ取引

変動受取・固定支払

　

長期借入金　
　

35,026　

　

25,030

　

（注）　

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい

るため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

　

　当連結会計年度（自　平成22年10月１日　至　平成23年９月30日）

１．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　　金利関連

　ヘッジ会計の方法 取引の種類　
主なヘッジ対象

　

契約額等(千円)

　

契約額等のうち

１年超(千円)　
時価(千円)　

金利スワップの特例

処理　

金利スワップ取引

変動受取・固定支払

　

長期借入金　
　

25,030　

　

15,034

　

（注）　

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されてい

るため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

　

（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）

退職給付制度がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成22年10月１日　至　平成23年９月30日）

退職給付制度がないため、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自 平成21年10月１日　至 平成22年９月30日）

１. ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費のその他　　　11,241千円　　

　

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成17年10月３日臨時株主総会決議

ストック・オプション
平成18年３月13日臨時株主総会決議

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社及び当社子会社の取締役２名、当社

及び当社子会社従業員９名
当社取締役１名、当社従業員73名

ストック・オプション数（注） 普通株式　　2,325株 普通株式　　1,875株

付与日 平成17年10月４日 平成18年３月24日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は権利行使

時において、当社もしくは当社の子会社

・関連会社の取締役及び監査役または従

業員たる地位にあることを要する。ただ

し、対象者である取締役または監査役が

任期満了により退任した場合及び対象者

である従業員が定年退職した場合ならび

にその他取締役会が正当な理由があると

認めた場合にはこの限りではない。

新株予約権の割当を受けた者は権利行使

時において、当社もしくは当社の子会社

・関連会社の取締役及び監査役または従

業員たる地位にあることを要する。ただ

し、対象者である取締役または監査役が

任期満了により退任した場合及び対象者

である従業員が定年退職した場合ならび

にその他取締役会が正当な理由があると

認めた場合にはこの限りではない。

対象勤務期間 平成17年10月４日～平成19年10月４日平成18年３月24日～平成20年３月31日

権利行使期間 平成19年10月５日～平成27年９月30日平成20年４月１日～平成28年３月11日

　

 
平成21年12月４日取締役会決議
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役２名、当社監査役３名、当社従

業員73名及び社外協力者１名

ストック・オプション数 普通株式　　  2,515株

付与日 平成21年12月18日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は権利行使

時において、当社もしくは当社の子会社

・関連会社の取締役及び監査役または従

業員たる地位にあることを要する。ただ

し、対象者である取締役または監査役が

任期満了により退任した場合及び対象者

である従業員が定年退職した場合ならび

にその他取締役会が正当な理由があると

認めた場合にはこの限りではない。

対象勤務期間 平成21年12月18日～平成23年12月17日

権利行使期間 平成23年12月18日～平成30年12月23日

　（注）平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行ったため、分割後の株式数に換算して表示し

ております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成22年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

  
平成17年10月３日臨時株主総会決議

ストック・オプション
平成18年３月13日臨時株主総会決議

ストック・オプション

権利確定前 (株)         

前連結会計年度末  － －

付与   － －

失効  － －

権利確定  － －

未確定残  － －

権利確定後 (株)         

前連結会計年度末（注）　  2,275 1,165

権利確定  － －

権利行使  － 135

失効  － 20

未行使残  2,275 1,010

　

  
平成21年12月４日取締役会決議
ストック・オプション

権利確定前 (株)     

前連結会計年度末  －

付与   2,515

失効  145

権利確定  －

未確定残  2,370

権利確定後 (株)     

前連結会計年度末  －

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  －

　（注）平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行ったため、分割後の株数に換算して表　

　　　　示しております。
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②単価情報

  
平成17年10月３日臨時株主総会決議

ストック・オプション
平成18年３月13日臨時株主総会決議

ストック・オプション

権利行使価格（注） (円) 4,800 6,000

行使時平均株価 (円) － 20,814

公正な評価単価 (付与日) (円) － －

　

  
平成21年12月４日取締役会決議
ストック・オプション

権利行使価格 (円) 22,700

行使時平均株価 (円) －

公正な評価単価 (付与日) (円) 11,384

　（注）平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行ったため、権利行使価格は分割後の価格を表　

　示しております。

　

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　当連結会計年度において付与された平成21年12月４日取締役会決議ストック・オプションについての公正

な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

①　使用した評価技法　　　ブラック・ショールズ式

②　主な基礎数値及び見積方法

　
平成21年12月４日取締役会決議
ストック・オプション　

株価変動性（注）１　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56.7％　

予想残存期間（注）２　 　 　　　　　　　　　 　　　　　　　５年６ケ月

予想配当（注）３　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－円／株

無リスク利子率（注）４　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　0.528％

（注）１．３年間（平成18年12月から平成21年12月まで）の株価実績に基づき算定しております。

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において

行使されるものと推定して見積もっております。

３．平成21年12月期の配当実績によっております。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。　

　

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。　　
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当連結会計年度（自 平成22年10月１日　至 平成23年９月30日）

１. ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費のその他　　　11,611千円

　　

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成17年10月３日臨時株主総会決議

ストック・オプション
平成18年３月13日臨時株主総会決議

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社及び当社子会社の取締役２名、当社

及び当社子会社従業員９名
当社取締役１名、当社従業員73名

ストック・オプション数（注） 普通株式　　2,325株 普通株式　　1,875株

付与日 平成17年10月４日 平成18年３月24日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は権利行使

時において、当社もしくは当社の子会社

・関連会社の取締役及び監査役または従

業員たる地位にあることを要する。ただ

し、対象者である取締役または監査役が

任期満了により退任した場合及び対象者

である従業員が定年退職した場合ならび

にその他取締役会が正当な理由があると

認めた場合にはこの限りではない。

新株予約権の割当を受けた者は権利行使

時において、当社もしくは当社の子会社

・関連会社の取締役及び監査役または従

業員たる地位にあることを要する。ただ

し、対象者である取締役または監査役が

任期満了により退任した場合及び対象者

である従業員が定年退職した場合ならび

にその他取締役会が正当な理由があると

認めた場合にはこの限りではない。

対象勤務期間 平成17年10月４日～平成19年10月４日平成18年３月24日～平成20年３月31日

権利行使期間 平成19年10月５日～平成27年９月30日平成20年４月１日～平成28年３月11日

　

 
平成21年12月４日取締役会決議
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役２名、当社監査役３名、当社従

業員73名及び社外協力者１名

ストック・オプション数 普通株式　　  2,515株

付与日 平成21年12月18日

権利確定条件

新株予約権の割当を受けた者は権利行使

時において、当社もしくは当社の子会社

・関連会社の取締役及び監査役または従

業員たる地位にあることを要する。ただ

し、対象者である取締役または監査役が

任期満了により退任した場合及び対象者

である従業員が定年退職した場合ならび

にその他取締役会が正当な理由があると

認めた場合にはこの限りではない。

対象勤務期間 平成21年12月18日～平成23年12月17日

権利行使期間 平成23年12月18日～平成30年12月23日

　（注）平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行ったため、分割後の株式数に換算して表示し

ております。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成23年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オ

プションの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

  
平成17年10月３日臨時株主総会決議

ストック・オプション
平成18年３月13日臨時株主総会決議

ストック・オプション

権利確定前 (株) 　 　

前連結会計年度末  － －

付与   － －

失効  － －

権利確定  － －

未確定残  － －

権利確定後 (株) 　 　

前連結会計年度末（注）　  2,275 1,010

権利確定  － －

権利行使  1,025 40

失効  － 25

未行使残  1,250 945

　

  
平成21年12月４日取締役会決議
ストック・オプション

権利確定前 (株) 　

前連結会計年度末  2,370

付与   －

失効  180

権利確定  －

未確定残  2,190

権利確定後 (株) 　

前連結会計年度末  －

権利確定  －

権利行使  －

失効  －

未行使残  －

　（注）平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行ったため、分割後の株数に換算して表　

　　　　示しております。
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②単価情報

  
平成17年10月３日臨時株主総会決議

ストック・オプション
平成18年３月13日臨時株主総会決議

ストック・オプション

権利行使価格（注） (円) 4,800 6,000

行使時平均株価 (円) 18,668 18,957

公正な評価単価 (付与日) (円) － －

　

  
平成21年12月４日取締役会決議
ストック・オプション

権利行使価格 (円) 22,700

行使時平均株価 (円) －

公正な評価単価 (付与日) (円) 11,384

　（注）平成19年７月１日付で普通株式１株を５株に分割する株式分割を行ったため、権利行使価格は分割後の価格を表　

　示しております。

　

　

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。　　
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成22年９月30日現在）

当連結会計年度
（平成23年９月30日現在）

１. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 　

　未払費用 1,925千円

　減損損失 145,876千円

　賞与引当金 4,994千円

　未払事業税 1,485千円

　繰越欠損金 45,705千円

　株式報酬費用 4,574千円

　その他 3,027千円

繰延税金資産小計 207,589千円

評価性引当額 △207,589千円

繰延税金資産合計     － 千円

繰延税金資産 　

　未払費用 2,643千円

　減損損失 121,870千円

　賞与引当金 3,271千円

　未払事業税 1,559千円

　繰越欠損金 90,616千円

　株式報酬費用 9,299千円

　その他 30,375千円

繰延税金資産小計 259,636千円

評価性引当額 △259,636千円

繰延税金資産合計 －千円

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　法定実効税率 40.7％

　（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 △6.7 

評価性引当額の増減　 △48.6 

住民税均等割　 △12.1 

収用等の特別控除 17.2 

その他　 △1.2 

税効果会計適用後の法人税等の負担率　 △10.7 

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　　　　　　　_______＿＿＿＿＿＿＿＿＿_　　　　　　

　法定実効税率 40.7％

　（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 △1.7 

評価性引当額の増減　 △39.1 

住民税均等割　 △4.6 

その他　 0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率　 △4.6 

 
　３．　平成23年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応　

　　　した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改

　　　正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本

　　　大震災からの復興のための施策を実施するために必

　　　要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法

　　　律第117号）が公布されております。

　　　これに伴い、平成24年4月1日以降開始連結会計年

　　度において解消が見込まれる一時差異については、

　　繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効

　　税率は40.7％から38.0％に変動し、更に平成27年4月

　　1日以降開始連結会計年度において解消が見込まれる

　　一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負

　　債を計算する法定実効税率は38.0％から35.6％に変

　　動することになります。

　　　この法定実効税率の変動による繰延税金資産及び

　　繰延税金負債への影響はありません。
　

　

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成21年10月１日　至平成22年９月30日）

　当連結グループは、その主な事業として直営店である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の運営及び

水産物の販売を行っております。

　直営店舗である「泳ぎとらふぐ料理専門店　とらふぐ亭」の運営の売上高、営業利益及び資産の金額は、全

セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％

超であるため、事業の種類別セグメント情報は開示しておりません。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自平成21年10月１日　至平成22年９月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。　

【海外売上高】

前連結会計年度（自平成21年10月１日　至平成22年９月30日）

海外売上高がないため、該当事項はありません。　

【セグメント情報】

当連結会計年度（自平成22年10月１日  至平成23年９月30日）

当社グループにおいては、飲食事業及び水産物の販売を行っております。水産物の販売は重要性が乏しい

　ことから、セグメント情報の記載を省略しております。　
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【関連情報】

当連結会計年度（自平成22年10月１日  至平成23年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

飲食事業の外部顧客への売上高が連結財務諸表の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。　

　

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。　

　

　　　　　　　(2）有形固定資産

　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、特定顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％以上に該当するもの

がないため、記載を省略しております。　

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度（自平成22年10月１日  至平成23年９月30日）

当社グループにおいては、飲食事業及び水産物の販売を行っております。水産物の販売は重要性が乏しい

　ことから、記載を省略しております。　

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度（自平成22年10月１日  至平成23年９月30日）

　該当事項はありません。　

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度（自平成22年10月１日  至平成23年９月30日）

当社グループにおいては、飲食事業及び水産物の販売を行っております。水産物の販売は重要性が乏しい

　ことから、記載を省略しております。

　

（追加情報）

当連結会計年度（自　平成22年10月１日　至　平成23年９月30日）

　当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成

20年３月21日）を適用しております。　
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【関連当事者情報】

前連結会計年度（自平成21年10月１日　至平成22年９月30日）

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　連結財務諸表提出会社の重要な子会社の役員及びその近親者

種類　
会社等の名

称又は氏名　
所在地　

資本金又は

出資金（千

円）　

事業の内容

又は職業　

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％）　

関連当事者

との関係　
取引の内容　

取引金額

（千円）　
科目　

期末残高

（千円）

　

　

重要な

子会社

の役員

　

良川　忠必　 － －

㈱長崎

ファーム代

表取締役社

長　

（被所有）

0.48　

被債務保証

　

被債務保証

（注）　
41,670　 － －

（注）当社連結子会社（㈱長崎ファーム）の金融機関からの借入金に対して、当該連結子会社代表取締役である

良川　忠必より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。

　

当連結会計年度（自平成22年10月１日　至平成23年９月30日）

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類　
会社等の名

称又は氏名　
所在地　

資本金又は

出資金（千

円）　

事業の内容

又は職業　

議決権等の

所有（被所

有）割合

（％）　

関連当事者

との関係　
取引の内容　

取引金額

（千円）　
科目　

期末残高

（千円）

　

　

役員

　

良川　忠必　 － － 当社取締役　
（被所有）

0.47　

被債務保証

　

被債務保証

（注）　
43,697　 － －

（注）当社連結子会社（㈱長崎ファーム）の金融機関からの借入金に対して、当該連結子会社の代表取締役を兼

務している良川　忠必より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日)

１株当たり純資産額 12,580円65銭

１株当たり当期純損失金額 729円13銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

        

１株当たり純資産額 10,828円73銭

１株当たり当期純損失金額 1,668円48銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

        

　（注）　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純　

　　　　　　損失であるため記載を省略しております。

　　　　　２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日)

１株当たり当期純損失金額（△）         

　　当期純損失（△）（千円） △60,567 △139,351

　　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　　普通株式に係る当期純損失（△）

　　　　　　（千円）
△60,567 △139,351

　　普通株式の期中平均株式数（株） 83,068 83,520

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

平成17年10月３日臨時株主総会

決議ストック・オプション（新株

予約権の数2,275個）、平成18年３

月13日臨時株主総会決議ストック

・オプション（新株予約権の数

1,010個）及び平成21年12月４日取

締役会決議ストック・オプション

（新株予約権の数2,370個）。これ

らの概要は、「第４　提出会社の状

況　１　株式等の状況　(２)新株予約

権等の状況」に記載のとおりであ

ります。　

平成17年10月３日臨時株主総会

決議ストック・オプション（新株

予約権の数1,250個）、平成18年３

月13日臨時株主総会決議ストック

・オプション（新株予約権の数945

個）及び平成21年12月４日取締役

会決議ストック・オプション（新

株予約権の数2,190個）。これらの

概要は、「第４　提出会社の状況　１

　株式等の状況　(２)新株予約権等

の状況」に記載のとおりでありま

す。　
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

１．ストックオプション発行に関する議案の決議の件

　当社は平成22年12月24日開催の第12回定時株主総会に

おいて会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づ

き、ストックオプションとしての新株予約権を発行する

こと及びその募集事項の決定を当社取締役会に委任する

ことを決議いたしました。

　この内容の詳細については「第４　提出会社の状況　１　

株式等の状況(9)ストックオプション制度の内容④」及

び「同⑤」に記載しております。

　

１．ストックオプション発行に関する議案の決議の件

　当社は平成23年12月24日開催の第13回定時株主総会に

おいて会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づ

き、ストックオプションとしての新株予約権を発行する

こと及びその募集事項の決定を当社取締役会に委任する

ことを決議いたしました。

　この内容の詳細については「第４　提出会社の状況　１　

株式等の状況(9)ストックオプション制度の内容④」及

び「同⑤」に記載しております。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率
（％）

担保 償還期限

株式会社東京一番

フーズ

第１回期限前償還

条項付無担保社債
平成17.2.28

22,500

(5,000)

17,500

(17,500)
(注２) なし 平成24.2.29

株式会社東京一番

フーズ

第３回期限前償還

条項付無担保社債
平成17.6.30

55,000

 (11,000)

44,000

 (44,000)
(注２) なし 平成24.6.29

合計 － －
77,500

(16,000)

61,500

(61,500)
－ － －

　（注）１．(　　)内書は、１年以内の償還予定額であります。

２．短期プライムレートから1.0％を差し引いた年利率もしくは、６ヶ月物日本円金利に0.1％を加算した年利率

のいずれか高い方を適用しております。

３．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
（千円）

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

61,500 －  －   － －

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 17,136 43,572  2.17 －

長期借入金（１年以内に返済予定の

ものを除く。）
59,560 70,987  2.10

平成24年

～平成30年

合　　計 76,696 114,559 － －

　（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。

　
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

長期借入金 39,388 13,606 8,568 7,398

【資産除去債務明細表】

　　該当事項はありません。
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（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報

　

第１四半期

自平成22年10月１日

至平成22年12月31日　

第２四半期

自平成23年１月１日

至平成23年３月31日

第３四半期

自平成23年４月１日

至平成23年６月30日

第４四半期

自平成23年７月１日

至平成23年９月30日

売上高(千円)　 1,187,114 991,449　 416,823 425,984　

税金等調整前四半期純

利益金額又は税金等調

整前四半期純損失金額

（△）（千円）

205,405 57,135 △201,491 △194,220

四半期純利益金額又は

四半期純損失金額

（△）（千円）　

139,558　 11,742 △104,468 △186,184

１株当たり四半期純利

益金額又は１株当たり

四半期純損失金額

（△）（円）　

1,677.36　 141.12 △1,252.34 △2,210.03
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年９月30日)

当事業年度
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 480,165 455,199

売掛金 35,481 35,230

原材料 16,133 17,490

前渡金 4,906 －

前払費用 44,731 45,881

未収入金 20,385 2,531

関係会社短期貸付金 50,000 －

その他 1,900 164

流動資産合計 653,705 556,496

固定資産

有形固定資産

建物 1,274,106 1,231,218

減価償却累計額 △1,065,785 △1,061,178

建物（純額） ※1
 208,321

※1
 170,039

車両運搬具 3,542 3,542

減価償却累計額 △3,365 △3,365

車両運搬具（純額） 177 177

工具、器具及び備品 227,886 221,753

減価償却累計額 △211,380 △210,442

工具、器具及び備品（純額） 16,505 11,311

土地 ※1
 143,982

※1
 143,982

建設仮勘定 42,735 －

有形固定資産合計 411,721 325,510

無形固定資産

ソフトウエア 954 2,209

無形固定資産合計 954 2,209

投資その他の資産

関係会社株式 12,684 12,684

出資金 105 105

関係会社長期貸付金 50,000 100,000

長期前払費用 9,000 8,739

敷金及び保証金 365,912 365,770

長期預金 ※1
 30,000

※1
 30,000

投資その他の資産合計 467,702 517,299

固定資産合計 880,378 845,019

資産合計 1,534,083 1,401,516
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年９月30日)

当事業年度
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 ※2
 57,523

※2
 54,500

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 9,996

※1
 35,004

1年内償還予定の社債 16,000 61,500

未払金 132,426 98,276

未払費用 10,338 9,548

未払法人税等 6,346 9,511

前受金 60,909 －

預り金 26,211 25,388

賞与引当金 11,809 7,885

その他 4,190 12,115

流動負債合計 335,750 313,729

固定負債

社債 61,500 －

長期借入金 ※1
 25,030

※1
 35,858

負ののれん 14,588 9,439

長期前受収益 － 45,603

その他 13,043 206

固定負債合計 114,161 91,106

負債合計 449,912 404,836

純資産の部

株主資本

資本金 466,220 468,800

資本剰余金

資本準備金 368,220 370,800

資本剰余金合計 368,220 370,800

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 268,828 164,566

利益剰余金合計 268,828 164,566

自己株式 △30,339 △30,339

株主資本合計 1,072,929 973,826

新株予約権 11,241 22,853

純資産合計 1,084,171 996,680

負債純資産合計 1,534,083 1,401,516
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

当事業年度
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 3,208,625 2,876,460

売上原価

原材料期首たな卸高 13,644 16,133

当期原材料仕入高 ※1
 926,828

※1
 936,083

合計 940,472 952,217

原材料期末たな卸高 16,133 17,490

売上原価合計 924,338 934,727

売上総利益 2,284,286 1,941,733

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 38,855 25,867

販売促進費 10,252 9,682

役員報酬 43,680 33,280

給料及び手当 578,165 595,034

雑給 270,775 235,145

賞与引当金繰入額 11,809 7,885

地代家賃 477,365 423,485

減価償却費 66,959 38,014

光熱費 119,789 107,741

消耗品費 74,189 71,979

その他 571,777 474,262

販売費及び一般管理費合計 2,263,620 2,022,376

営業利益又は営業損失（△） 20,666 △80,642

営業外収益

受取利息 1,664 2,180

受取配当金 4 4

協賛金収入 3,469 5,568

負ののれん償却額 5,148 5,148

助成金収入 － 4,164

保険返戻金 － 4,660

債務勘定整理益 － 4,348

その他 8,896 2,442

営業外収益合計 19,183 28,518

営業外費用

支払利息 1,664 1,109

社債利息 570 397

支払手数料 1,000 －

社債保証料 647 527

その他 565 860

営業外費用合計 4,447 2,894

経常利益又は経常損失（△） 35,401 △55,018

特別利益

固定資産売却益 ※2
 8,244

※2
 7,798

収用補償金 59,977 －

国庫補助金 4,239 －

特別利益合計 72,461 7,798
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

当事業年度
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年９月30日)

特別損失

減損損失 ※3
 147,975

※3
 51,002

固定資産除却損 ※4
 3,424 －

固定資産圧縮損 3,506 －

特別損失合計 154,906 51,002

税引前当期純損失（△） △47,043 △98,222

法人税、住民税及び事業税 6,520 6,040

法人税等調整額 △793 －

法人税等合計 5,726 6,040

当期純損失（△） △52,769 △104,262
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

当事業年度
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年９月30日)

株主資本

資本金

前期末残高 465,815 466,220

当期変動額

新株の発行 405 2,580

当期変動額合計 405 2,580

当期末残高 466,220 468,800

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 367,815 368,220

当期変動額

新株の発行 405 2,580

当期変動額合計 405 2,580

当期末残高 368,220 370,800

資本剰余金合計

前期末残高 367,815 368,220

当期変動額

新株の発行 405 2,580

当期変動額合計 405 2,580

当期末残高 368,220 370,800

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 321,598 268,828

当期変動額

当期純損失（△） △52,769 △104,262

当期変動額合計 △52,769 △104,262

当期末残高 268,828 164,566

利益剰余金合計

前期末残高 321,598 268,828

当期変動額

当期純損失（△） △52,769 △104,262

当期変動額合計 △52,769 △104,262

当期末残高 268,828 164,566

自己株式

前期末残高 △30,339 △30,339

当期末残高 △30,339 △30,339

株主資本合計

前期末残高 1,124,889 1,072,929
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年10月１日
　至　平成22年９月30日)

当事業年度
(自　平成22年10月１日
　至　平成23年９月30日)

当期変動額

新株の発行 810 5,160

当期純損失（△） △52,769 △104,262

当期変動額合計 △51,959 △99,102

当期末残高 1,072,929 973,826

新株予約権

前期末残高 － 11,241

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,241 11,611

当期変動額合計 11,241 11,611

当期末残高 11,241 22,853

純資産合計

前期末残高 1,124,889 1,084,171

当期変動額

新株の発行 810 5,160

当期純損失（△） △52,769 △104,262

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 11,241 11,611

当期変動額合計 △40,717 △87,491

当期末残高 1,084,171 996,680
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当事業年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同　　左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

原材料

総平均法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切

り下げの方法により算定）

原材料

同　　左

　 　　　　　 　　　　　

３．固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

建物(附属設備を除く)　定額法

その他の有形固定資産　定率法

主な耐用年数

建物　　　　　　　 ４～33年

車両運搬具　　　 ２～５年　

工具、器具及び備品 ３～８年

(1) 有形固定資産

　　　　　 同　　左

　

主な耐用年数

建物　　　　　　　 ４～33年

工具、器具及び備品 ３～８年

　

 (2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法

(2) 無形固定資産

同　　左

 (3) 長期前払費用

均等償却

(3) 長期前払費用

同　　左

４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同　　左

 (2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支払に備えるため賞

与支給見込額の当期負担額を計上して

おります。

(2) 賞与引当金

同　　左
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項目
前事業年度

（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当事業年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

５．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしておりますので、特例処

理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同　　左

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同　　左

 (3) ヘッジ方針

　デリバティブ取引に関する権限規程

及び取引限度額等を定めた内部規程に

基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リ

スクを一定の範囲内でヘッジしており

ます。

(3) ヘッジ方針

同　　左

 (4) ヘッジの有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重

要な条件が同一であり、ヘッジ開始時

及びその後も継続して金利の変動によ

る影響を相殺または一定の範囲に限定

する効果が見込まれるため、ヘッジの

有効性の評価は省略しております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同　　左

６．負ののれんの償却に関す

る事項

個別案件ごとに判断し、20年以内の合理

的な年数で償却しております。

同　　左

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理

同　　左

　　　　【会計処理方法の変更】

前事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当事業年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

　

　

　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　

　

　

　

(資産除去債務に関する会計基準の適用)　

  当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び 

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用して

おります。これによる損益に与える影響はありません。
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【表示方法の変更】

前事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当事業年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

　

　

　

　

　

　　　　　　　_______＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

　

　

　

　

　

　

（損益計算書関係）

　前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示し

ておりました「社債保証料」は、当事業年度において営業

外費用の100分の10を超えたため、当事業年度より区分掲

記することといたしました。

　なお、前事業年度の「社債保証料」は、767千円でありま

す。

（貸借対照表関係）

前事業年度まで固定負債の「その他」に含めて表示し

ておりました「長期前受収益」は、当事業年度において負

債純資産合計の100分の１を超えたため、当事業年度より区

分掲記することといたしました。なお、前事業年度の「長期

前受収益」は、12,837千円であります。

　

前事業年度において、区分掲記しておりました「前受

金」(当事業年度　628千円)は、当事業年度において負債純

資産合計の100分の１を下回ったため、当事業年度より流動

負債の「その他」に含めて表示しております。

　

（損益計算書関係）

  前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示

しておりました「債務勘定整理益」は、当事業年度にお営

業外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より区分

掲記することといたしました。なお、前事業年度の「債務

勘定整理益」は、1,085千円であります。

　　

【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成22年９月30日現在）

当事業年度
（平成23年９月30日現在）

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。

定　期　預　金 30,000千円

建　　　　　物 36,809千円

土　　　　　地 84,102千円

計 150,912千円

定　期　預　金 30,000千円

建　　　　　物 35,412千円

土　　　　　地 84,102千円

計 149,514千円

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

１年内返済予定の長期借入金 9,996千円

長 期 借 入 金 25,030千円

計 35,026千円

１年内返済予定の長期借入金 9,996千円

長 期 借 入 金 15,034千円

計 25,030千円

※２　関係会社に対する負債が次のとおり含まれていま

す。

※２　関係会社に対する負債が次のとおり含まれていま

す。

買掛金 41,001千円 買掛金 38,817千円

　３　保証債務

　　　　業務委託者の金融機関からの借入金に対する保証債

務の金額は次のとおりであります。

　３　保証債務

　　　　FC加盟店オーナーの金融機関からの借入債務に対す

る債務保証の金額は次のとおりであります。

 51,500千円  44,156千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当事業年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

原材料仕入高 564,543千円 原材料仕入高 652,609千円

※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物 8,244千円

※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

建物 7,798千円

※３　減損損失

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位とし

て、店舗等を基本単位とした資産のグルーピングを行っ

ております。

　このうち、以下の資産グループ（営業活動から生ずる

損益が継続してマイナスとなった店舗）について帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額の合計

147,975千円を減損損失として特別損失に計上しており

ます。

　減損損失の内訳は以下のとおりであります。

※３　減損損失

　当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位とし

て、店舗等を基本単位とした資産のグルーピングを行っ

ております。

　このうち、以下の資産グループ（営業活動から生ずる

損益が継続してマイナスとなった店舗）について帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額の合計

51,002千円を減損損失として特別損失に計上しており

ます。

　減損損失の内訳は以下のとおりであります。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

赤坂店（東京都港
区）、他25店

店舗

建物 122,364
工具、器具及び備品 13,149
長期前払費用 11,737
リース資産 724

 合計  147,975

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

川口店（埼玉県川口
市）、他15店

店舗

建物 44,999
工具、器具及び備品 3,475
長期前払費用 2,526

 合計  51,002

各資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将

来キャッシュ・フローを9.3％で割り引いて算定しております。 

各資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、将

来キャッシュ・フローを9.3％で割り引いて算定しております。 

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 　

建物　 3,314千円

車両運搬具 63千円

工具、器具及び備品 46千円

計 3,424千円

　

　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成21年10月１日　至　平成22年９月30日）

　

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株式数
（株）

普通株式　 875 － － 875

合計 875 － － 875

　

当事業年度（自　平成22年10月１日　至　平成23年９月30日）

　

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末
株式数
（株）

当事業年度
増加株式数
（株）

当事業年度
減少株式数
（株）

当事業年度末
株式数
（株）

普通株式　 875 － － 875

合計 875 － － 875
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当事業年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取

引開始日が適用初年度開始前のリース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

り、その内容は次のとおりであります。

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　

　

　

　

　

　

　

　　

リース期間が満了したため該当事項はありません。 　

２．未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

リース期間が満了したため該当事項はありません。 　

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額及び減損損失

　

支払リース料 10,942千円

リース資産減損勘定の取崩額 5,259千円

減価償却費相当額 4,415千円

支払利息相当額 338千円

減損損失 724千円

　

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

　

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。
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（有価証券関係）

前事業年度末(平成22年９月30日)

　子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式12,684千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、記載しておりません。

当事業年度末(平成23年９月30日)

　子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式12,684千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難と認められることから、記載しておりません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成22年９月30日現在）

当事業年度
（平成23年９月30日現在）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 　

　未払費用 1,925千円

　減損損失 145,876千円

　賞与引当金 4,923千円

　未払事業税 1,485千円

　繰越欠損金 29,142千円

　株式報酬費用 4,574千円

　その他 2,891千円

繰延税金資産小計 190,819千円

評価性引当額 △190,819千円

繰延税金資産合計     －  千円

繰延税金資産 　

　未払費用 2,635千円

　減損損失 121,870千円

　賞与引当金 3,208千円

　未払事業税 1,559千円

　繰越欠損金 70,545千円

　株式報酬費用 9,299千円

　その他 19,638千円

繰延税金資産小計 228,755千円

評価性引当額 △228,755千円

繰延税金資産合計 －千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

　法定実効税率 40.7％

　（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 △7.7 

評価性引当額の増減　 △51.2 

住民税均等割　 △13.9 

収用等の特別控除 20.0 

その他　 △0.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率　 △12.2 

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　　　　　　　_______＿＿＿＿＿＿＿＿＿_

　法定実効税率 40.7％

　（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 △2.2 

評価性引当額の増減　 △39.0 

住民税均等割　 △6.1 

その他　 0.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率　 △6.1 

 
３.　平成23年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応

　　した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改

　　正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本

　　大震災からの復興のための施策を実施するために必

　　要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法

　　律第117号）が公布されております。

　　　これに伴い、平成24年4月1日以降開始連結会計　

　　年度において解消が見込まれる一時差異について

　　は、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定

　　実効税率は40.7％から38.0％に変動し、更に平成27

　　年4月1日以降開始連結会計年度において解消が見込

　　まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延

　　税金負債を計算する法定実効税率は38.0％から

　　35.6％に変動することになります。

　　　この法定実効税率の変動による繰延税金資産及び

　　繰延税金負債への影響はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当事業年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

１株当たり純資産額 12,898円89銭

１株当たり当期純損失金額 635円26銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

        

１株当たり純資産額 11,559円46銭

１株当たり当期純損失金額 1,248円36銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

        

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損

　　　　　失であるため記載を省略しております。

　　　　２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

(自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日)

当事業年度
(自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日)

１株当たり当期純損失金額（△）         

当期純損失（△）

（千円）
△52,769 △104,262

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（△）

（千円）
△52,769 △104,262

普通株式の期中平均株式数（株） 83,068 83,520

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

平成17年10月３日臨時株主総会

決議ストック・オプション（新株

予約権の数2,275個）、平成18年３

月13日臨時株主総会決議ストック

・オプション（新株予約権の数

1,010個）及び平成21年12月４日取

締役会決議ストック・オプション

（新株予約権の数2,370個）。これ

らの概要は、「第４　提出会社の状

況　１　株式等の状況　(２)新株予約

権等の状況」に記載のとおりであ

ります。　

平成17年10月３日臨時株主総会

決議ストック・オプション（新株

予約権の数1,250個）、平成18年３

月13日臨時株主総会決議ストック

・オプション（新株予約権の数945

個）及び平成21年12月４日取締役

会決議ストック・オプション（新

株予約権の数2,190個）。これらの

概要は、「第４　提出会社の状況　１

　株式等の状況　(２)新株予約権等

の状況」に記載のとおりでありま

す。　
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成21年10月１日
至　平成22年９月30日）

当事業年度
（自　平成22年10月１日
至　平成23年９月30日）

１．ストックオプション発行に関する議案の決議の件

　当社は平成22年12月24日開催の第12回定時株主総会に

おいて会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づ

き、ストックオプションとしての新株予約権を発行する

こと及びその募集事項の決定を当社取締役会に委任する

ことを決議いたしました。

　この内容の詳細については「第４　提出会社の状況　１　

株式等の状況(9)ストックオプション制度の内容④」及

び「同⑤」に記載しております。

　

１．ストックオプション発行に関する議案の決議の件

　当社は平成23年12月24日開催の第13回定時株主総会に

おいて会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づ

き、ストックオプションとしての新株予約権を発行する

こと及びその募集事項の決定を当社取締役会に委任する

ことを決議いたしました。

　この内容の詳細については「第４　提出会社の状況　１　

株式等の状況(9)ストックオプション制度の内容④」及

び「同⑤」に記載しております。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

　該当事項はありません。

【有形固定資産等明細表】

 （単位：千円）

資産の種類
前期末
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末
残高

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

当期
償却額

差引当期末
残高

有形固定資産                             

建物 1,274,10640,752
83,640

(44,999)
1,231,2181,061,17832,469170,039

車両運搬具 3,542     － － 3,542 3,365 － 177

工具、器具及び備品 227,8863,155
9,288

 (3,475)
221,753210,4424,712 11,311

土地 143,982 － － 143,982 － － 143,982

建設仮勘定 42,735 3,890 46,625 － － － －

有形固定資産計 1,692,25347,797
139,553

(48,475)
1,600,4971,274,98637,181325,510

無形固定資産                             

ソフトウエア 9,905 2,087 － 11,992 9,782 832 2,209

無形固定資産計 9,905 2,087 － 11,992 9,782 832 2,209

長期前払費用 21,976 7,782
9,372

 (2,526)
20,385 11,646 5,515 8,739

　（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　　　　建物　　　　増加額の40,752千円は、渋谷店の改装にともなうものであります。

　　　　２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　　　　建物　　　　減少額の67,205千円は、ＦＣ店への資産売却にともなうものであります。

　　　　　　　建設仮勘定　減少額の46,625千円は前期に計上した渋谷店改装にともなう建設仮勘定を当期に建物、工

　　　　　　　　　　　　　具、器具及び備品に振替処理したものであります。　

　　　　　　なお、当期減少額欄のうち（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

　

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

賞与引当金 11,809 7,885 11,809 － 7,885
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 9,186

預金     

普通預金 246,013

定期預金 200,000

小計 446,013

合計 455,199

ロ　売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

楽天ＫＣ株式会社 14,690

株式会社ジェーシービー 13,970

三井住友カード株式会社 6,121

その他 447

合計 35,230

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

────
(A) ＋ (B)

 × 100

(A) ＋ (D)
────
２

─────
(B)

────
365

35,481 1,257,2641,257,516 35,230 97.3 10.3

　（注）消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。

ハ　原材料

品目 金額（千円）

とらふぐ等 7,300

飲料 4,950

生鮮食料品その他 5,239

合計 17,490
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②　固定資産

イ　関係会社長期貸付金

区分 金額（千円）

株式会社長崎ファーム 100,000

合計 100,000

ロ　敷金及び保証金

区分 金額（千円）

店舗賃借敷金保証金 363,036

社宅等賃借敷金保証金 2,733

合計 365,770

③　流動負債

イ　買掛金

相手先 金額（千円）

株式会社長崎ファーム 38,817

株式会社カクヤス 8,415

株式会社久世 4,024

株式会社よつや 985

貝瀬喜一 764

その他 1,492

合計 54,500

ロ　未払金

相手先 金額（千円）

未払社員給与 42,338

未払雑給 9,751

未払社会保険料 6,884

未払消費税 5,660

申請代行手数料 874

その他 32,767

合計 98,276

　

　

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 10月１日から９月30日まで

定時株主総会 12月中

基準日 ９月30日

剰余金の配当の基準日 ３月31日、９月30日

１単元の株式数 －

公告掲載方法 電子公告

株主に対する特典

株主優待制度

１　贈呈基準　

　

　

所有株式数　５株以上15株未満　株主様ご優待券１枚　

所有株式数　15株以上25株未満　株主様ご優待券２枚　

所有株式数　25株以上　　　　　株主様ご優待券３枚　

２　優待内容

　

　

　

　

優待券１枚につき、

●泳ぎとらふぐコース１人前　

もしくは　

●新潟県「100%南魚沼市塩沢産コシヒカリ」2kgパック　

　（とらふぐ亭オリジナル産直品ギフト）　

３　対　　象

　

毎年３月31日、９月30日現在の株主の皆様を対象とさせて

いただきます。　
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第12期）（自 平成21年10月１日　至 平成22年９月30日）平成22年12月27日関東財務局長に提出

(2）内部統制報告書及びその添付書類

平成22年12月27日関東財務局長に提出　

(3）四半期報告書及び確認書

（第13期第１四半期）（自 平成22年10月１日　至 平成22年12月31日）平成23年２月14日関東財務局長に提出

（第13期第２四半期）（自 平成23年１月１日　至 平成23年３月31日）平成23年５月13日関東財務局長に提出

（第13期第３四半期）（自 平成23年４月１日　至 平成23年６月30日）平成23年８月12日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書　

平成22年12月28日関東財務局に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく

臨時報告書であります。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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　 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 　

   平成22年12月20日

株式会社　東京一番フーズ  

 取締役会　御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 安田　達也　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 三澤　幸之助　　印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社東京一番フーズの平成21年10月１日から平成22年９月30日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を

表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連

結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

東京一番フーズ及び連結子会社の平成22年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社東京一番フーズの平成22

年９月30日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制報告書

を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、株式会社東京一番フーズが平成22年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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　 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 　

   平成23年12月24日

株式会社　東京一番フーズ  

 取締役会　御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 阿部　功　　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中島　達弥　　　印
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＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社東京一番フーズの平成２２年１０月１日から平成２３年９月３０日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基

礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社東京一番フーズ及び連結子会社の平成２３年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年

度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社東京一番フーズ

の平成２３年９月３０日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並び

に内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意

見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見するこ

とができない可能性がある。

　

　

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制

の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討

することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい

る。

　当監査法人は、株式会社東京一番フーズが平成２３年９月３０日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示

した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に

準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。

２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書 

   平成22年12月20日

株式会社　東京一番フーズ  

 取締役会　御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 安田　達也　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 三澤　幸之助　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社東京一番フーズの平成21年10月１日から平成22年９月30日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社東京

一番フーズの平成22年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書 

   平成23年12月24日

株式会社　東京一番フーズ  

 取締役会　御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 阿部　功　　　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中島　達弥　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社東京一番フーズの平成２２年１０月１日から平成２３年９月３０日までの第１３期事業年度の財務諸表、す

なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社東京

一番フーズの平成２３年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　

　

※１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）

が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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